
参 考 資 料  
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平成20年度厚生労働省第2次補正予算（案）  

生活防衛のための緊急対策関係予算 8，986億円  
・生 活 対 策 関 係 予 算  7，399億  

1．587億  ・新たな雇用対策関係予算  

第1雇用状況の改善のための緊急対策の推進   

1住宅・生活対策   

2 雇用維持対策   

3 再就職支援対策   

4 内定取消し問題への対応  

4，048億円  
40億円  

53百万円   
4，006億円  

32百万円  

1，680億円  
1，154億円  

526億円  

第2 介護従事者の処遇改善と人材確保等   
1介護報酬改定による介護従事者の処遇改善   

2 介護人材等の緊急確保対策の実施等  

第3 出産・子育て支援の拡充   

1子育て支援サービスの緊急整備   

2 子育て応援特別手当の支給   

3 安心・安全な出産の確保   

4 中小企業の子育て支援促進  

2，400億円  
959億円  

651億円  

790億円  

869億円   
855億円  

第4 障害者支援の拡充   

1障害者自立支援法の円滑施行   
2 障害者雇用対策の推進  

第5 医療・年金対策の推進   

1高齢者医療制度の円滑な実施   
2 医療対策の推進   

3 年金記録問題への対応  

1，324億円   
1，215億円  

98億円  
11億円  

86億円  
85億円  

1．1億円   

第6 各種施策の推進   
1水道施設の緊急耐震化対策   

2 生活衛生資金貸付の充実  
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第1雇用状況の改善のための緊急対策の推進  4，048億円  

1住宅・生活対策  40億円   

○住宅を喪失した離職者に対する住居・就労支援対策の推進  40億円  

派遣労働者や契約社員等の解雇・雇止めに伴って、社員寮の退去を余儀なくされた離  

職者に対して、住居と安定就労の確保のための的確な相談・職業紹介等を行うとともに、  

家賃補助費（上限36万円）、住宅入居初期費用（上限50万円）、生活・就職活動費（上  

限100万円）等の貸与を行う。  

また、社員寮等の入居者の離職後も一定期間の入居について配慮するよう事業主へ  

の要請を行うとともに、退去させずに引き続き無償で住宅を貸与する事業主への助成（1  

人当たり4万～6万円、最大6か月）を行う。   

2 雇用維持対策  53百万円  
（1）中小企業等の雇用維持支援対策の強化  53百万円  

中小企業の教育訓練・出向・休業による雇用維持の取組を支援するため、中小企業緊急   

雇用安定助成金（賃金、手当の4／5を支給）について、3年間を通じ連続した制度利用を可   

能とするとともに、支給限度日数を拡充する（3年間200日→3年間300日）。また、大企業   

については、雇用調整助成金の要件緩和・助成率の引き上げ（1／2→2／3）を行う。  

また、これらの助成金の対象者に、特例的に派遣労働者や期間工等継続雇用期間が6   

月未満の雇用保険の被保険者等（新規学卒者を含む。）を追加し、非正規労働者の雇用   

維持を図る企業を強力に支援する。（制度要求）   

（2）派遣先による派遣労働者の雇入れの支援  

派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対し、奨励金   

を支給（1人100万円（有期雇用の場合50万円）（大企業は半額））することにより、派遣労   

働者の直接雇用を強力に推進する。（制度要求）  

3 再就職支援対策  

（1）地域における雇用機会の創出  

①ふるさと雇用再生特別交付金の創設  

4，006億円  

4，004億円  

2，500億円  

都道府県に対する交付金により基金を創設し、創意工夫を凝らした事業の実施を支   

援することにより、地域求職者等の安定的な雇用機会の創出を図る。   

※事業実施状況等を踏まえ、来年度以降、必要に応じ積み増しを行う。   

② 緊急雇用創出事業（仮称）の創設  1，500億円  

都道府県に対する交付金により基金を創設し、地方公共団体が、職を失った非正規   

労働者や中高年齢者等を対象に一時的な雇用・就業機会を創出する。  

また、国が実施する職業相談・職業紹介と地方公共団体が実施する求職者向けの   

総合的な就業・生活支援策を一体的に実施する。   

※雇用情勢の悪化等の状況を踏まえ、来年度以降積み増し等を行い、さらに必要な  

施策を講ずる。  
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③雇用失業情勢の悪化に対応した職業訓練の強化  4．2億円   
更なる雇用失業情勢の悪化を踏まえ、第一次補正予算に加えて、雇用失業情勢の  

厳しい地域において、民間教育訓練機関等を活用した離職者訓練を実施する。  

（2）非正規労働者等の雇用安定対策の強化   

①年長フリーター等の支援のための奨励金の創設  
2．3億円  

年長フリーター等（25～39歳）を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する   

事業主等に対して、奨励金を支給（中小企業1人100万円、大企業50万円）することによ   

り、今後3年間で集中的に年長フリーター等の雇用機会の確保を図る。（制度要求）   

②中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援の拡充   

高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業に対する特定求   

職者雇用開発助成金について、中′ト企業については支給額を拡充する（1人60万円→   

90万円）。（制度要求）   

③ハローワークの機能強化による非正規労働者の就労支援体制の拡充等2．3億円   

三大都市圏（東京、愛知、大阪）に加え、北海道及び福岡に派遣労働者等非正規労   

働者の雇用の安定のための「非正規労働者就労支援センター」を設置し、安定就職に   

向けた様々な支援をワンストップで提供するとともに、非正規労働者就労支援センター   

未設置の府県の主要なハローワークにおいても同様のサービスを実施する。  

また、雇用失業情勢の厳しい地域のハローワークにおいて、求人開拓体制を強化   

する。   

さらに、日系人集住地域のハローワークなどにおいて、通訳・相談員の増員や市町   

村とも連携したワンストップコーナーの設置等の体制強化を行い、早期の再就職の促   

進を図る。   

④訓練期間中の経済的支援等の拡充   

ジョブ・カード制度における雇用型訓練を実施する企業への助成制度の拡充（中小   

企業の助成率を2分の1から4分の3に引上げ等）、訓練期間中の生活保障給付制   

度の拡充（返還免除要件の拡大（年齢制限の撤廃等）及び扶養家族を有する者に対   

する貸付額を10万円から12万円に引上げ）により、非正規労働者の安定的な雇用へ   

の移行を促進する。（制度要求）   

⑤障害者雇用対策の推進   

中小企業における障害者の雇用を促進するため、初めて障害者を雇用した中小企  

業に対する奨励金（100万円）を創設する。   

また、，今般の景気後退等により解雇・勧奨退職等を余儀なくされた障害者等を新たに   

雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対する助成   

金（10人以上の雇用で2，000万円支給等）を創設する。（制度要求）  
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4 内定取消し問題への対応  32百万円  

（1）内定を取り消された学生等への就職支援等の強化  32百万円  
企業名の公表も含め、企業に対する指導を徹底するとともに、採用内定を取り消された  

就職未決定者について、早期に就職先が決まるよう、年長フリーター支援のための奨励  

金（中小企業1人100万円、大企業50万円）の対象に特例的に追加する。（制度要求）  

また、採用内定を取り消された学生等を含む未内定者について、ものづくり企業・中小  

企業や介護分野等を中心に地域の企業との就職面按会を開催する。   

（2）新卒者の雇用の安定確保  

新規学卒者について、採用後直ちに教育訓練・出向・休業させることにより雇用の維持  

を図る場合も助成金等の対象となるよう、対象者を特例的に拡大する。（制度要求）  

（第1・2・（1）後段（2ページ）参照）  

第2 介護従事者の処遇改善と人材確保等  1，680億円  

1介護報酬改定による介護従事者の処遇改善  1，154億円  
平成21年度の介護報酬改定（プラス3．0％）等により介護従事者の処遇改善を図ること   

としつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する。   

2 介護人材等の緊急確保対策の実施等  526億円  

（1）介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充  320億円  
介護福祉士養成施設等に著しい定員割れが生じている現状を踏まえ、若い人材の福   

祉・介護分野への参入を促進するため、介護福祉士・社会福祉士養成施設の入学者に対   

して修学資金の貸付けを行う「介護福祉士等修学資金貸付制度」について、貸付限度額の   

引き上げ、返還免除要件の緩和等を行う。   

（2）福祉・介護人材の育成一定着の促進  205億円  
学生、教員等に対し福祉・介護の仕事の選択を促すための相談・助言、潜在的有資格者   

等の再就業を促進するための研修、複数の事業所等の共同による求人活動や職員研修及   

び職場を体験する機会の提供を行うことにより、福祉・介護人材の育成・定着を促進する。   

（障害者自立支援対策臨時特例交付金（855億円）（第4・1（6ページ）参照）の内数）   

（3）介護人材確保職場定着支援の拡充  

介護労働者の確保・定着及び年長フリーター等の雇用情勢の改善を図るため、介護業   

務未経験者のうち年長フリーター等を雇い入れ、6か月以上定着させた事業主に対して、   

通常の介護関係業務未経験者を雇い入れた場合よりも助成額を引き上げる（50万円→   

100万円）。  
また、介護労働者の作業負担軽減のための介護福祉機器（移動リフト等）の導入におい   

て、事業主が導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、その   

導入に係る経費の2分の1（上限250万円）を助成する。（制度要求）  
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（4）母子家庭の母の介護福祉士一看護師等の資格取得支援  1．3億円   
母子家庭の母の自立促進のために、介護福祉士・看護師等の資格取得を支援する高   

等技能訓練促進費の支給期問の延長を行う。  

修業期間の最後の1／3の期間（上限12か月）  

→ 修業期間の後半1／2の期間（上限18か月  

第3 出産・子育て支援の拡充  2，400億円  

1子育て支援サービスの緊急整備  959億円   
子どもを安心して育てることができるよう「新待機児童ゼロ作戦」の前倒し実施を図り、平成  

22年度までの集中重点期間において15万人分の保育所や認定こども園の整備を推進する  

ことなどを目的として都道府県に安心こども基金（仮称）を創設する。（1，000億円（文部科  

学省分を含む。））   

2 子育て応援特別手当の支給  651億円  
平成20年度の緊急措置として、幼児教育期（小学校就学前3年間）の第二子以降の子   

一人あたりにつき、3．6万円の子育て応援特別手当を支給する。   

3 安心・安全な出産の確保（妊婦健診公責負担の拡充）  790億円  
妊婦が健診の費用の心配をせず、必要な回数（14回程度）を受けられるように平成22年   

度までの間、地方財政措置されていない9回分について、市町村における妊婦健診の公費   

負担の拡充を図る。   

4 中小企業の子育て支援促進  

育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制   

度の利用者が初めて出た場合に、1人目及び2人目について支給対象としている中小企   

業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支   

給額を増額（育児休業：60万円→80万円等）する。  

また、労働者が利用した育児サービス費用を負担する中小企業事業主に対する助成金   

について、助成率・助成限度額を引き上げる（助成率：1／2→3／4、限度額：30万円→40   

万円（1人当たり）、360万円→480万円（1事業主当たり））。（制度要求）  
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第4 障害者支援の拡充  869億円  

1障害者自立支援法の円滑施行  855億円  
平成20年度までの障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業を、平成21   

年度以降も延長するため、基金の積み増しを行い、事業所の支援、新法への移行支援等   

を行う。   

（福祉・介護人材の育成・定着の促進（205億円）（第2・2・（2）（4ページ）参照）を含む）   

2 障害者雇用対策の推進（再掲・3ページ参照）  

第5 医療・年金対策の推進  1，324億円  

1高齢者医療制度の円滑な実施  1，215億円  
高齢者医療制度の円滑な実施を図るため、所得の低い方の保険料負担の軽減（平成21   

年度分：均等割9割軽減、所得割5割軽減）等を行う。  

2 医療対策の推進  

（1）救急医療の充実強化  

① 緊急ヘリポート施設整備事業  

98億円  
22億円  

11億円  
ドクターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う医  

療機関にヘリポートを設置する費用を助成する。  

② 災害派遣医療チーム体制設備整備事業  11億円  
災害時の初期対応を行う災害派遣医療チーム（DMAT）が携行する通信装置及  

び災害時の救急医療に必要となる資機材の整備に必要な費用を助成する。   

（2）看護師・助産師の高度技能習得（看護師等協働推進研修モデル事業） 1億円  

看護師等が専門性を発揮する機会の増大を図るため、医師と看護師等の協働を推   

進する効果的・効率的な研修方法及び連携方法等に関するモデル研修の実施に必   

要な経費を助成する。   

（3）医療分野の情報化の推進  3．8億円  
地域における医療連携を推進するため、電子カルテシステムを導入した地域の中心   

的役割を果たしている医療機関と周辺地域の医療機関間において、診療情報の共   

有・蓄積等を推進するために必要な機器・ソフトウェア等の経費を助成する。   

（4）先端医療機器等の整備  56億円  
がんや循環器病等、国民の健康に著しく影響のある疾患について、原因究明の研   

究を推進し、治療法の早期確立、医療技術の均てん化・普及等を行うため、国立高度   

専門医療センターに先端医療機器等を早急に整備する。  
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（5）パンデミックワクチン製造能力強化事業  15億円  
新型インフルエンザ発生時に必要なパンデミックワクチン（新型インフルエンザが発   

生した場合に、そのウイルスを基に製造されるワクチン）の製造能力の強化を図るため、   

ワクチンメーカーにおいて早期に実施可能な製造設備の整備に係る費用について助   

成する。  

3 年金記録問題への対応   

○標準報酬等の遡及訂正事案への対応の弓壷化  

11億円   

標準報酬等の遡及訂正事案について、不適正な処理の可能性がある年金記録の徹  

底調査を実施する。また、年金受給者、加入者の方からの標準報酬等に関する相談に  

適切に対応する。  

第6 各種施策の推進  86億円  

1水道施設の緊急耐震化対策  85億円   
地震により被害を受けやすい老朽化した石綿セメント管、コンクリート管等の布設替えを  

促進するとともに、浄水場などの基幹水道施設の耐震化の推進を図る。   

2 生活衛生資金貸付の充実  1．1億円   
生活衛生関係営業者の資金繰り対策のため、日本政策金融公庫による生活衛生セーフ  

ティネット貸付等の拡充を図る。  

）このほか、医療費や生活保護費等の義務的経費の追加等を含め、厚生労働省  

で8，939億円を計上  

（参考）  

生活対策関係予算  合計7，39  

一 般 会計 4，  

労働保険特別会計2．  

新たな雇用対策関係予算  合計1．587億円  
一 般会計1，545憶  

労働保険特別会計  42億   

ー143－  



平成21年度予算案の概要  

㊥厚生労働省社針援護局（社会）  

平成21年度当初予算額案  
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福祉・介護人材確保対策の推進  

1 福祉1介護サービス従事者の確保の推進  

（1）福祉・介護人材確保緊急支援事業の創設（新規）  
【セーフティネット支援対策等事業糞補助金210億円の内数】  

福祉1介護人材については、労働環境の厳しさ等の要因により離職率が高く、  

人材が定着していないことから、介護従事者の定着等を促進するための取り  

組みを支援する。  

○ 福祉1介護人材定着支援事業  
人材定着支援アドバイザー（仮称）を配置し、就労して間もない従事者に対する  

巡回相談や事業者への助言を行うことにより、その定着を支援する。  

○ 実習受入施設ステップアップ事業  

実習受入施設のレベル向上のための講習会等を実施し、実習施設間の連携を支援する。  

－ー   
；て参考う   

平成20年度第2次補正予算（案）において、福祉・介護人材の育成・l  
定着に向けた総合的な対策に必要な経責を計上  205億円！  

（障害者自立支援対策臨時特例交付金850億円の内数）；  

（む進路選択学生等支援事業  ■  

福祉・介護の仕事の選択を促すために学生や教員に対し、仕事の！   
魅力を伝えるとともに相談・助言を行う。  

②潜在的有資格者等養成支援事業   
介護福祉士等の潜在的有資格者や高齢者、主婦層等に対し、福祉  

介護従事者として再就業や参画を促進するための実践的な研修を行う。  

複数事業所連携事業  

単独では人材の定着・確保に取り組むことが困難な事業所等が、   

複数の事業所等の共同による求人活動や職員研修等を行うことにより、   
人材の確保・育成を支援する。  

④職場体験事業  

福祉・介護の仕事に関心を有する者に対し、職場を体験する機会を≡  
I  提供することにより、新たな人材の参入を促進する。   

1‾   
＿   



（2）介護福祉士等修学資金貸付事業  
【セーフティネット支援対策等事業費補助金210億円の内数】  

介護福祉士等の資格取得の促進を図るため、貸付限度額の引き上げ、返還方法の緩和、  

返還免除要件の緩和等を行う。  

‾‾‾‾‾…‾‾‾‾叫‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾－‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

竜て参考う ■  

l  平成20年度第2次補正予算（秦）において、介護福祉士等修学資金貸付！  

l ： ●＿●＿＿＿＿＿＿  jj♪」邑巴」   

（3）中央福祉人材センター運営事業費   

（4）福利厚生センター運営事業費  

60百万円   

110百万円  

2 教員・実習体制の充実等  

介護福祉士養成施設等の教員及び実習施設の実習指導者の資質の確保・向上   

及び指導的社会福祉事業従事者の養成等を支援する。  

（1）教員講習会事業（介護福祉士t社会福祉士）   

（2）実習指導者特別研修事業（介護福祉士・社会福祉士）   

（3）社会事業学校経営委託費   

（4）社会福祉職員研修センター経営委託責  

10百万円  

47百万円   

459百万円  

47百万円  

：（参考）  

モ 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の円滑かつ適正な‡  

：受入れ  24百万円：  
t  

I l  

： インドネシア等からの外国人介護福祉士候補者の円滑かつ適正な受入れを進める：  

：ため、介護導入研修や受入施設に対する巡回相談等を行う。  

Ⅱ 生活保護制度の適正な実施  

1 生活保護責  2兆883億円  

生活保護を必要としている者に対して適切に保護を行うため、生活保護制度に   

係る国庫負担に要する経費を確保する。   

（1）保護糞負担金  2兆585億円  

母子世帯等に対して自立に向けたきめ細かな支援を行うとともに、母子加算については、  

平成21年4月から廃止する（3年計画の最終年次）。  

」暫ニ   



276億円  

21億円  

（2）保護施設事務責負担金   

（3）生活保護指導監査委託費  

2 自立支援の着実な推進  

生活保護受給者の自立支援について、各自治体における自立支援プログラムに   
よる支援を着実に推進するとともに、新たl．こ、就労意欲が低いなど就労に向けた   

課題を多く抱える者に対して、就労意欲を喚起するための支援等を実施する。   

（1）就労意欲喚起等支援事業の実施（新規）  
【セーフティネット支援対策等事業責補助金210億円の内数】  

就労意欲や生活能力が低いなどの就労に向けた課題をより多く抱える生活保護受給者  

に対して、  

① 就労意欲の喚起、生活能力の向上により、ハローワークと福祉事務所が連携  

した生活保護受給者等就労支援事業等既存の就労支援策ヘスムーズにつなげる  
ための支援  

② 既存の施策による就労支援が難しい者に対する、就労意欲の喚起から、職業  

訓練、職業紹介、就職活動、離職防止までのトータルな支援  

を、民間職業紹介事業者、NPO法人等に委託して実施し、既存の就労支援策と併せて、  

就労支援策の更なる充実を図る。   

（2）就労支援専門員に対する研修の実施（新規）  4百万円  

各自治体において就労支援に携わる者（就労支援専門員）に対し、対人援助技術の  

取得、支援事例の紹介等を内容とする全国研修会を実施することによって、資質の  

向上を図る。  

（3）ハローワークとの連携（生活保護受給者等就労支援事業）  

ハローワークにおける生活保護受給者等のための就労  
支援ナビゲーターの配置（315人→334人）   

・ 生活保護受給者向けの公共職業訓練の実施  

1，145百万円   
（職業安定局で計上）  

455百万円  
（職業能力開発居で計上）  

3 適正実施の推進  

課税調査の徹底、不正受給の防止など生活保護制度の適正実施を推進する。  

○ 行政対象暴力に対する警察との連携・協力体制の強化（新規）  
【セーフティネット支援対策等事業費補助金210億円の内数】  

各自治体において、暴力行為や脅迫的言動に備え、警察との連携体制の構築や暴力団情勢等  

に関する情報交換を行うための連絡会議の開催、行政対象暴力に関する研修の実施によって、  

警察との連携一協力体制等を強化し、暴力団員等による不正受給の防止を図る。  

亜－   
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Ⅲ 地域福祉の再構築  

1 安心生活創造事業の創設（新規）  
【セーフティネット支援対策等事業費補助金210億円の内数】  

住み慣れた地域において安心した生活を営むことができるよう、生活課題を   

抱えた者を早期に発見し、必要な対応を図っていく体制を整備する。  

2 日常生活自立支援事業の拡充  
【セーフティネット支援対策等事業費補助金210億円の内数】  

福祉サービスの利用援助など、本事業の利用者の利便性を考慮すると   
ともに、きめ細やかな支援が行えるよう、市段階での窓口設置を推進する。  

3 生活福祉資金貸付事業の体制強化  
【セーフティネット支援対策等事業責補助金210億円の内数】  

窓口となる市町村社会福祉協議会に専門的な相談員を配置し、貸付申込者に   
対する相談支援、償還指導、生活課題を解決するための関係機関との連携等を   
一体的に行うことにより、適切な貸付決定及び償還を確保する。  

また、利用者のニーズに対応できるよう、貸付条件等の見直しを行う。  

4 先駆的・革新的な社会福祉推進事業の充実  5億円  

21世紀にふさわしい福祉社会の構築を図るため、地域福祉の推進、福祉基盤の   
確保等に関わる先駆的・革新的な事業に対して助成を行う。  

Ⅳ ひきこもり対策の推進  

○ ひきこもり対策推進事業の創設（新規）  
【セーフティネット支援対策等事業責補助金210億円の内数】  

ひきこもりの問題の早期発見・早期対応のため、ひきこもりの状態にある本人   
や家族からの相談等の支援を行う「ひきこもり地域支援センター」（仮称）を   

都道府県・指定都市に整備する。  

Ⅴ ホームレス自立支援の推進  

○ 自立支援事業等の推進  
【セーフティネット支援対策等事業貴補助金210億円の内数】  

ホームレスの自立支援を推進するため、生活相談・指導、職業相談、健康診断等   

を行う自立支援事業や総合相談推進事業等を実施する。  
また、自立支援センターの設置の際には、民間賃貸住宅等の空き住戸などを   

活用するなど、ホームレスの社会復帰が円滑に行われるよう支援する。  

ニ1即二   



Ⅵ 刑務所出所者等の地域生活定着支援  

○ 刑務所出所者等の地域生活定着支援事業の創設（新規）  
【セーフティネット支援対策等事業糞補助金210億円の内数】  

刑務所入所中から、出所後直ちに福祉サービス（障害者手帳の発給、年金受給   
など）につなげるための準備を、各都道府県の保護観察所と協働して行うため、   

「地域生活定着支援センター」（仮称）を都道府県の圏域ごとに－か所設置し、   
福祉的な支援を必要とする刑務所出所者等の社会復帰を支援する。  

Ⅶ 社会福祉施設等に対する支援  

○ 独立行政法人福祉医療機構   

（1）貸付事業等  

① 貸付枠の確保  
資金交付額  3，018  

1，535  

1．483  

福祉貸付  

医療貸付  

② 貸付条件の改善等  

保育所の整備に係る融資条件の優遇措置  

・ 放課後児童クラブの整備に係る融資条件の優遇措置  

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の整備に係る融資条件の  
優遇措置  

障害者グループホーム等における消防用設備設置促進のための融資  

要件の緩和  

アスベスト対策事業に係る優遇措置■   

（2）独立行政法人福祉医療機構運営費交付金  40億円  

福祉医療貸付事業、退職手当共済事業等の業務（人件責、一般管理責等）の   
財源の一部に充てる交付金   

（3）社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金  93億円  

社会福祉事業施設整備等の貸付事業を行うための借入金等に係る利子の一部に   

対する利子補給金   

（4）社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金  259億円  

社会福祉施設の職員等が退職した場合の当該退職職員に対する退職手当金を   

支給するために要する経真に対する補助金  

※社会福祉施設等施設整備費については障害保健福祉部において計上  

軍－   
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平成20年12月25日  

介護福祉士等現況把握調査の結果について  

1・調革の目的   

本調査は、介護福祉士、社会福祉士及び精神保健福祉士（以下「3資格」という。）  

の資格取得者（以下「有資格者」という）であって、何らかの理由により福祉・介  

護分野で就労していない、いわゆる潜在的有資格者が多数存在し、その就労状況又  

は不就労の実態が必ずしも明らかではないことから、有資格者の就労状況及び就労  

意識等に関する調査を実施し、その結果を分析することを通じて、福祉・介護分野  

における人材確保の検討に資することを目的として行った。  

麺蚕室垂重囲  

本調査は、3資格の登録機関である財団法人社会福祉振興・試験センター（以下  

「試験センター」という。）が厚生労働省からの補助金を受けて実施した。  

斗＿、調李鱒卑細目  

原則として平成20年7月1日現在とした。  

4．調査実施期間  

平成20年9月22日に調査票を送付し、10月10日までを回答期限とした。  

－149－  
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5．調査の対象者数■調査票の回収状況   

本調査の実施に当たって、試験センターにおいて有資格者に係る登録情報等の確  

認を行うため、平成20年3月末時点における有資格者770，896人に対して登録状況  

把櫨調査を行った際に、本調査の実施に関する同意の有無を確認した。   

その後、同意が得られた有資格者3略583人に対して本調査に係る調査票を送付  

し、186，379人（約60％）から有効回答を得た。  

定．妻裏緑詫  

薮 、・欄干    ノ¶ごL 戒二．j              毒薬皐      －，・ ■・▼▲  紫野肇琴蓑    鴇凄対  
登録状況把握調査票送付数  7了0，896人  95，584人  640，544人  34．768人   

調査票送付（現況把握調査  
308，583人  43，018人  249，844人  15，721人   

同意者）数  

有効回答数  186，3了9人  26，624人  152，564人  了，191   人   

有効回収率  60．4％  61．9％  61．1％  45．   7％   

6．調査回答者の保有資格の状況   

調査回答者の保有資格は、社会福祉士26，624人（約14％）、介護福祉士152，564  

人（約82％）、精神保健福祉士7，191人（約4％）であった。  

152，564  

同社会福祉士■介護福祉士口精神保健福祉士  

－150－   
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ナ‾‾調査面害者ゐ性別、お状況   

調査回答者の性別は、全体で男性29，706人（約16％）、女性145，809人（約78％）  

となっており、女性の占める割合が高い。   

また、資格別に見ると、社会福祉士については、男性が約31％となっており、そ  

の他の資格と比べて男性の占める割合が高い。  

（単位：人）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  909も 100％  

社会福祉士  

介護福祉士  

精神保健福祉士  

国男性■女性口不明  

ー151－  

－3－   



8．調査回答者の年齢構成   

調査回答者の年齢構成は、全体で30歳未満の者が37，300人（約20％）、30歳以  

上50歳未満の者が88，553人（約48％）、50歳以上の者が59，928人（約32％）と  

なっている。   

また、資格別に見ると、介護福祉士については、50歳以上の者が約35％となって  

おり、その他の資格と比べて年齢層が比較的高い。  

（単位：人）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

社会福祉士  

介護福祉士  

精神保健福祉士  

臼30歳未満■30歳以上50歳未満ロ50歳以上65歳末溝口65歳以上■不明  

璽・．  「竜が・・・雄溺    与．．てコニ声－－・r，・卑ザ 鶴娘睾隼  
l－‘1r⊥し  ・‥で∴ゝ「ぅ∴∴r∵パ・器■こ二・1ニイ’二．；箪たテ・エ， 

／   ニ 

20歳未満  0．2％   0．0％  0．2％   0．0％   

20歳以上30歳未満  19．9％   31．6％  17．6％   25．0％   

30歳以上40歳未満  25．6％   33．8％  24．0％   28．8％   

40歳以上50歳未満  22．0％   16．6％  22．9％   20．8％   

50歳以上60歳未満  24．1％   13．1％  26．3％   18．3％   

60歳以上65歳未満  5．6％   2．8％  6．2％   4．6％   

65歳以上  2．4％   1．7％  2．5％   2．2％   

不明  0．3％   0．3％  0．3％   0．3％   
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が就労している分野の状況   

調査回答者が就労している分野の状況は、全体で福祉一介護分野で就労している  

者が142，980人（約77％）、他分野で就労している者が15，800人（約9％）、未就  

労の者が27，599人（約15％）となっており、資格を有していながら福祉・介護分  

野で働いていない、いわゆる潜在的有資格者は43，399人（約23％）であった。  

また、資格別に見ると、介護福祉士については、約79％が福祉・介護分野で就  

労しており、その他の資格と比べて潜在的有資格者の割合が最も低い。  

（単位：人）  

0％  10％  20％  30％’ 40％  50％  60％  70％  80％  90％  ＝）0％  

社会福祉士  

介護福祉士  

精神保健福祉士  

田福祉t介護分野（分冊1）■他分野（分冊2）□未就労（分冊3）  

食計 
本  

｛N≒1隕379） 。嗅   （；．NJ≒了．∵岬） 

76．7％   71．7％   78．7％  53．0％  

臥5％   15．2％   6．0％  35．0％  

14．8％   13．0％   15．3％  12．0％   
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10．福祉・介護分野で就労している有資格者の状況  

（1）他の資格の保有状況   

福祉・介護分野で就労している有資格者の他の資格の保有状況を見ると、社  

会福祉士一精神保健福祉士については「社会福祉主事任用資格」が、介護福祉  

士については「ホームヘルパー」が最も割合が高かった。   

この他、社会福祉士■介護福祉士については「介護支援専門員」、精神保健福  

祉士については「社会福祉士」の割合も高い。  

保育士   7．5％   7．0％   2．7％   

保健師・看護師t准看護師   3．7％   1．1％   22．4％   

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士   0．4％  0．1％   0．6％   

臨床心理士   0．2％   0．0％   1．5％   

教科「福祉」の教員免許状   1．6％   0．1％   0．5％   

その他   8．0％   5．1％   6．2％   

（2）資格を取得した動機   

資格を取得した動機を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の  

いずれも「専門職としての知識・技術を得るため」という理由の割合が最も高  

く、次いで「就職・転職に有利なため」という理由の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士については「他の専門職から専門職として認めてもらう  

ため」、介護福祉士1精神保健福祉士については「職場から資格取得を求められ  

たため」という理由の割合も高い。  

－154－  
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社会碍祉車’ご＝； サ轟福祉士 瀕神鱒健棒祉士  

（山喜19．1脚  （N封2町067）∵＝‘、て：き亡▲  チエ・（り；幸3iこ8、13）   

しての知識・技術を得るため  83．2％  76．6％   80．0％  

職から専門職として認めても  
14．9％  9．6％   13．2％   

資格取得を求められたため   5．5％  16．0％   15．6％   

を指導する立場になるため   3．8％  3．9％   3．0％   

価を得るため   13．3％  12．4％   9．1％   

職に有利なため   21．8％  19．7％   18．5塊   

定のため   3．4％  9．1％   3．0％   

が欲しいため   1．0％  3．3％   0．5％   

ら資格が取れたため   8．了％  4．3％   4．5％  

3．4％  3．7％   5．1％  

0．5％  0．8％   0．9％  

0．3％  0．5％   0．6％   

他の専門  

らうため  

職場から  

他の職員  

社会的評  

就職・転  

収入の安  

資格手当  

卒業した  

その他  

（3）就労している分野の状況   

就労している分野を見ると、社会福祉士一介護福祉士については「高齢者分  

野」の割合が最も高く、精神保健福祉士については「障害（児）者福祉分野」  

の割合が最も高かった。  

不明  1．1％  1．9％  1．7％   

（4）就労している法人種別の状況   

就労している法人種別を見ると、社会福祉士一介護福祉士については「社会  

福祉協議会以外の社会福祉法人」、精神保健福祉士については「医療法人」の割  

合が最も高かった。  
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協同組合  1．0％   2．0％  0．6％   

地方自治体（市区町村）  12．6％   3．2％  16．6％   

その他  4．9％   1．3％  7．6％   

不明  1．2％   2．4％  2．0％   

（5）就労している職場での職種の状況   

就労している職場での職種を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士について  

は「相談員一指導員」、介護福祉士については「介護職員」の割合が最も高かっ  

た。   

また、社会福祉士・精神保健福祉士については、介護福祉士と比べ、「施設長・  

管理者」の割合が高い。  

軍  甘ぷ⊥・：71㌫▼ ・ニナ‘㌧∵∴∵ムr■′y■1ノニ」、言′†竿：・㌧・・や狩∴郡合憲，二王†ニミ■科Ⅴ、√：ギiメ・）エL ∴†≧ゝ竺与二｝‘  ■′’r（ト∴r、‡らレJ∴1・・いけl  ■㌢∴1二 一1  〉▼∴二1・雪イ：Jて，J・ノ，L・  ござ花・ふご－隼竹材．pl：．－一・♪メミニ∫Y一てノい   
経営者   1．1％   0．4％  0．5％   

施設長・管理者   10．8％   5．0％  12．1％   

相談員・指導員   52．2％   7．0％  62．了％   

サービス提供責任者   0．7％   6．5％  0．4％   

介護職員   8．3％   53．5％  2．0％   

ホームヘルパー   0．7％   13．6％  0．3％   

看護職員   0．5％   0．7％  2．8％   

リハビリテーション職員   0．4％   0，3％  2．0％   

事務職員   8．9％   1．0％  4．2％   

教員・研究職   2．4％   0．5％  2．1％   

その他   13．0％   9．了％  9．1％   

不明   1．1％   1．8％  1．8％   
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（6）雇用形態の状況   

雇用形態を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士については「正規職員」の  

割合が介護福祉士と比較して高い。  

二り，y、‘∴・lノ．′）    Jト、L－√∴ノ¶． 
丁序 」r  i 一1・叫▲二†  ■｝ヽ こ七ヽ止    ∵㌫－＝空iT．．、              1㌻二至王∴ニ蓬て3ナニ√．・ご‥㌻′・・   幾㌔‘フく♭・し雪1‘  ▲こ∵ ィ→、一一ニー◆∴膏㌧     ‥rr－       ，「、と霹′㌢   

正規職員  84．7％  65．5％  83．2％   

非正規職員  15．0％  34．3％  16．5％   

不明  0．3％  0．3％  0．3％   

（7）福祉・介護分野における従事年数の状況  

（弧 現に就労している職場における従事年数   

現に就労している職場における従事年数を見ると、社会福祉士・精神保健  

福祉士については「1年以上3年未満」、介護福祉士については「5年以上  

10年未満」の割合が最も高かった。  

② 福祉・介護分野における通算従事年数   

福祉一介護分野における通算従事年数を見ると、社会福祉士・精神保健福  

祉士については「10年以上」、介護福祉士については「5年以上10年未満」  

の割合が最も高かった。   

また、．介護福祉士については5年以上の従事年数の者が約8割を超えてい  

る。  

一15了－  
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（8）決まって支給される給与の状況  

① 正規職員   

正規職員として雇用されている有資格者の決まって支給される給与を見る  

と、社会福祉士・精神保健福祉士については「200，000円以上250，000円未  

満」、介護福祉士については「150，000円以上200，000円未満」の割合が最も  

高かった。   

また、平均額を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士の方が介護福祉士と  

比べ、給与の水準は高かった。  

■√・－  」．                      ）】′Lご       ジを  照準㌣・写賞＝・．、∴禦樵ニギ、、・ド岬竿壱｛  彗深澤誓幣  一輝野間那  肇薫駅ナ■梯幣こ苧聖薫昔隼柱ヲ：   
100，000円未満   2．7％   2．5％  3．4％   

100，000円以上150．000円未満   1．7％   7．6％  2．1％   

150，000円以上200．000円未満   22．7％   39．2％  24．5％   

200，000円以上250，000円未満   28．7％   29．8％  26．了％   

250，000円以上300，000円未満   16．0％   11．7％  13．2％   

300，000円以上350，000円未満   10．8％   4．2％  9．7％   

350，000円以上400，000円未満   5．5％   1．3％  7．0％   

400，000円以上   8．8％   1．0％  9．6％   

不明   3．1％   2．6％  3．9％   

平均額（円）   249，389   200，715  247，120   
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② 時給を支給されている非正規職員   

非正規職員として雇用されている有資格者の決まって支給される給与（時  

給）を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも「1，000  

円以上1，500円未満」の割合が最も高かった。   

また、平均額を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士の方が介護福祉士と  

比べ、給与の水準は高かった。  

㌔・J賛構箪 ∴三】ニ′i■ T∴丁■華禦肇程一  、 一 ‘’∴■て1∴｝■ん、     －∴れ幣⊥て；；－1”’ざチ  ．  ゝt－L  ニ●ノ∴ご難きギ・｝  な▼聖篭さて≡：潤T・′－柚、－輔，7tキーぷ   
618円未満   0．0％   0．0％  0．0％   

618円以上800円未満   3．8％   3．8％  2、3％   

800円以上1，000円未満   31．3％   36．6％  29，4％   

1，000円以上1，500円未満   43．4％   50．9％  45．9％   

1，500円以上2，000円未満   11．6％   6．8％  10．6％   

2，000円以上2，500円未満   2．1％   0．5％  3．2％   

2，500円以上3，000円未満   0．8％   0．2％  1．8％   

3，000円以上3．500円未満   1．1％   0．2％  1．8％   

3，500円以上   4．1％   0．3％  2．3％   

不明   1．8％   0．9％  2．8％   

平均額（円）   1．300   1，085  1，265   

（9）賞与・手当の状況  

① 賞与   

賞与を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士については「600，000円以上  

800，000円未満」、介護福祉士については「賞与なし」の割合が最も高く、次  

いで「400，000円以上600，000円未満」の割合が高かった。   

また、平均額を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士の方が介護福祉士と  

比べ、賞与の水準は高かった。  

ー159－  
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1，500．000円以上2，000，000円未満  4．8％   0．4％   4．9％   

2，000，000円以上  1．9％   0．2％   2．3％   

賞与なし  13．5％   25．8％   15．0％   

不明  9．2％   9．0％   10．4％   

平均額（円）  781，420   490，767   778，141   

② 資格手当   

資格手当を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも  

約半数が資格手当を支給されていない。   

資格手当が支給されている有資格者を見ると、社会福祉士・精神保健福祉  

士については「10，000円以上15，000円未満」、介護福祉士については「5，000  

円以上10，000円未満」の割合が最も高かった。   

また、平均額を見ると、社会福祉士・精神保健福祉士の方が介護福祉士と  

比べ、資格手当の水準は高かった。  

30，000円以上   3．8％  2．9％  5．5％   

手当なし   53．0％  42．4％  49．1％   

不明   13．7％  13，4％  12．6％   

平均額（円）   14，100  10，802  15，544   

－160－   
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（10）給与の昇給の有無と直近の昇給額の状況  

① 毎年度の定期昇給の有無   

昇給の状況を見ると、社会福祉士一介護福祉士・精神保健福祉士のいずれ  

も過半数が昇給していた。  

完▲・iL．  ：モ 三：モ、∵≡；く    亨頂き三，  鐸照楼榊照  賢≧－i  
．：  

昇給している  63．8％  50．6％  57．3％   

昇給してし11ない  33．4％  45．5％  40．1％   

不明  2．8％  3，8％  2．6％   

（a 直近の昇給額   

①でl●昇給している」と回答した有資格者の直近の昇給額を見ると、社会  

福祉士■精神保健福祉士の方が介護福祉士と比べ、昇給額の水準が高かった。  

（11）人事異動の有無と人事異動サイクルの状況  

① 人事異動の有無   

人事異動の状況を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のい  

ずれも約7割が「人事異動がある」と回答した。  

社会福祉士 謙  
叫≠柑，10P） 、  

がある   73．8％   65．0％  68．0％   

がない   25．4％   33．6％  31．4％  

0．8％   1．3％  0．7％   

ー161－  
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② 人事異動サイクルの状況   

①で「人事異動がある」と回答した有資格者の人事異動サイクルを見ると、  

社会福祉士・介護福祉士の約5割、精神保健福祉士の約4割が「不定期」と  

回答した。   

この他、社会福祉士・介護福祉士については「1年以上3年未満」、精神保  

健福祉士については「3年以上5年未満」の割合が最も高い。  

義溝衰轟  
㌔三メ完豊憲■ま悠舐誓嵐蒜＝昔寮肯篭㌘ぷ㌫■薫㌢‘‘’づ一ミ十√ニこ，．，∵ふ   
1年未満   2．7％  5．7％  2．4％   

1年以上3年未満   16．1％  20．1％  1了．4％   

3年以上5年未満   15，9％  7．7％  19．9％   

5年以上   4．1％  1．6％  3．4％   

不定期   47．4％  50．6％  44．2％   

わからない   12．5％  12．5％  11．1％   

不明   1．2％  1．9％  1．6％   

（12）1週間の労働時間と労働日数等  

1週間の労働時間と労働日数等を見ると、労働時間は社会福祉士が最も長く、  

夜勤回数は介護福祉士が最も多かった。  

遊こ急■∵主完 

こ・「 完二、Jユ一■トかゃーニ‾；ニ轟整流沼・㌍吉ヰ十十：く■乍′、（■＼じ・≧、㌔■（一瓢一ぎこ‘・jゞ          ゝ∴    ．・■こ．，こ  為1・′こ装1i醤〉J綻壷綴 
1週間の労働時間（時間）   40．1  34．6  38．8   

1週間の労働日数（日）   5．0  4．8  5．0   

1週間の夜勤回数（回）   0．30  0．95  0．23   

－162－   
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（13）有給休暇の取得状況  

有給休暇の取得状況を見ると、社会福祉士が最も取得率が低かった。  

｝   

アニ1、餅 g∴∴・‥血石づ∴⊥∴さ  －  

職場で定められている年間有給休暇  
19．1   15、5   17．3   

日数（日）  

実際に取得した年間有給休暇日数  
5．6   5．5   6．2   

（日）  

年間有給休暇取得率   29．4％   35．5％   35．8％   

（14）現在の職場を探した方法   

現在の職場を探した方法を見ると、社会福祉士一介護福祉士・精神保健福祉  

士のいずれも「知人からの紹介」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士1精神保健福祉士については「学校・養成施設等での進  

路指導」、介護福祉士については「ハローワークの無料職業紹介」の割合も高か  

った。  

2．5％   2．8％   3．0％   

学校暮養成施設等での進路指導   12，0％   臥6％   18．2％   

新聞・折込チラシ   6．4％   14．0％   3．1％   

求人・就職情報誌、求人情報サイト   3．1％   3．9％   2．0％   

実習一施設見学   3．9％   3．9％   5．7％   

行政情報誌（区報・市報等）   

前の職場からの照会  

9．8％   5．了％   6．9％   

10．3％   8．1％   13．2％   

1．5％   1，4％   1．5％   
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（15）過去の収入を伴う就業経験の有無と前職の業種   

前職の業種を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも  

「福祉・介護分野」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士・精神保健福祉士については「病院一診療所」、介護福祉  

士については「サービス業」の割合も高い。  

当主攣二与無  

ごLlこゝサ，ニ！、－諺ギ竜頭－介納言無靂1違だ篭一′漉響薫花壇・て■ヾ漕炊’出    頸ミ葦選管謝      苧： 
慧箋二漂斉昭聯警ざ等 相   “‥■いヽ叶一←J．l・J∴J∴rト  許髄罰酎覇境 し1て′h  ？ゝヰ  ㌫祭輿望漂幣緊 

過去の収入を伴う就業経験がない  
7，032   28，561   1．375   

（人）  

不明（人）   51   4了6   10   

過去の収入を伴う就業経験がある  
12，017   91，030   2，428   

（人）  

福祉・介護分野   50．2％   37．9％   32．6％   

病院・診療所   10．3％   6．0％   25．2％   

農業・林業・漁業   0．3％   0．4％   0．1％   

鉱業   0．0％   0，1％   0．0％   

建設業   1．3％   1．8％   1．1％   

製造業   3．9％   8．2％   2．7％   

電気・ガス・熱供給・水道業   0．3％   0．5％   0．2％   

情報通信業   1．3％   1．0％   1．6％   

運輸業   0．6％   0．8％   0．5％   

卸売・小売業   ・8％   4．9％   3．3％   

金融業・保険業   2．3％   3．1％   1．1％   

不動産業   0．3％   0．3％   0．5％   

飲食店・宿泊業   1．0％   2．1％   1．1％   

教育・学習支援業   3，9％   2．3％   4．4％   

サービス業   5．6％   10．5％   4．9％   

公務員   2．9％   1．3％   6．3％   

その他   3．7％   5．3％   4．1％   

不明   8．1％   13．6％   10．2％   

（16）現在の職場に就職するまでの空白期間   

（15）で過去の就業経験があると回答した有資格者のうち、現在の職場に就  

職するまでの空白期間を見ると、社会福祉士の約6割、介護福祉士■精神保健  

福祉士の約5割が「3ケ月未満」であった。  
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∴社会福祉士 介護福祉士 精神保健額祉キ  

k  ∴（N〒1阜∴畔町   （Nテ91，闇0） 洒致町 

満   56．5％   45．7％   53．1％   

上6ケ月未満   6．3％   6．4％   5．了％   

上1年未満   6．8％   7．3％   7．0％   

2年未満   了．6％   6．3％   9．8％   

3年未満   3．0％   2．8％   3．2％   

5年未満   2．5％   2．2％   2，2％  

3．1％   6．3％   3．8％  

14．1％   23．1％   15．2％   

（17）福祉■介護分野での転職回数   

福祉一介護分野での転職回数を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健  

福祉士のいずれも「1回～2回」の割合が最も高かった。  

3回～4回   13．8％   14．4％   11．9％   

5回以上   2．8％   2．9％   2．3％   

不明   2．1％   4．3％   2．9％   

平均   1．38   1．33   1．28   

（18）福祉・介護分野で働こうと決めた理由   

福祉・介護分野で働こうと決めた理由を見ると、社会福祉士・介護福祉士■  

精神保健福祉士のいずれも「働きがいのある仕事だと思ったから」の割合が最  

も高く、次いで「自分の能力・個性・資格を活かせると思ったから」の割合が  

高かった。   

この他、介護福祉士については「通勤が便利だから」の割合も高い。  
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労働時間・休日等の労働条件が良い  
15．2％   14．3％   14．1％   

から  

正規職員として働けるから   20．9％   21．7％   21．5％   

通勤が便利だから   19．4％   30．6％   15．0％   

仕事を福祉以外で探したが見つから  
2．6％   4．6％   1．7％   

なかったから  

研修や職員教育が充実していたから   0．9％   1．3％   1．3％   

資格を取得するために必要だったか  
1．3％   3．3％   1．5％   

ら  

福利厚生が充実していたから   2．3％   2．0％   2．0％   

子育てを行う環境が充実しているか  
2．5％   2．2％   2．6％   

ら  

技能や資格を身につけられると思っ  
5．7％   9．0％   6．6％   

たから  

施設運営やサービス方針等に共感し  
5．0％   3．3％   5．7％   

たから  

規模、安定性、将来性があったから   12．4％   8．4％   8．3％   

職場の人間関係が良好そうであった  
5．7％   8．5％   

から  
7．1％   

経営者や人事担当者の人柄   4．8％   4．5％   4．6％   

その他   8．0％   8．3％   8．6％   

不明   0．8％   1．2％   0．8％   

（19）福祉・介護分野での就労継続の意向   

福祉・介護分野での就労継続の意向を見ると、社会福祉士・介護福祉士の約  

5割、精神保健福祉士の約6割が「現在の職場、現在と同じ職種で働きたい」  

と回答した。   

また、「福祉・介護分野から離れたい」と回答した有資格者は約1割程度であ  

った。  
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社会福祉士 介意福祉‘  牒袖痩健福祉士  

（N〒19誹0）   （N〒1革0．0印） （N〒弓十嗅） 

現在と同じ職種   52．2％   49．5％   58．7％  

職場で働き  5．7％   5．0％  2．8％  

その他  2．4％  2．1％   1．6％  

小計  60．3％  56．5％   63．1％   

現在と同じ職種   2．6％   1．6％   3．4％  

害者の他の           他の職種   2．6％   1．6％   1．3％   

で働きたい  その他   0．3％   0．2％  0．2％  

小計   5．6％   3．4％  4．9％  

現在と同じ職種   8．4％   11．4％   11．6％  

営者の事業           他の職種   8．2％   5．9％   4．6％   

きたい   その他   1．4％   1．2％  1．2％  

小計   18．0％  18．5％  17．4％   

完意向を有する者の割合の合計  83．8％   78．5％   85．4％   

介護分野から離れたい  9．1％  

6．2％   8．0％   5．6％   

（20）資格取得によるメリット   

資格取得によるメt」ツトを見ると、社会福祉士一介護福祉士一精神保健福祉  

士のいずれも「特に変化はない」という回答の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士一介護福祉士については「自信を持って業務に取り組む  

ことができるようになった」、精神保健福祉士については「希望していた職種に  

就くことができた」という回答の割合も高かった。  
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自信を持って業務に取り組むことが  
21．9％   27．了％   21．5％   

できるようになった  

他の専門職から専門職として認めら  
14．3％   8．2％   16，4％   

れるようになった  

特に変化はない  30．8％   32．7％   26．7％   

その他  3．醜   3．1％   3．了％   

不明  0．8％   1．3％   0．9％   

（21）仕事を行う上での不満や悩み   

仕事を行う上での不満や悩みを見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健  

福祉士のいずれも「給与・諸手当が低い」という回答の割合が最も高く、次い  

で「業務の負担や責任が重すぎる」という回答の割合が高かった。   

この他、社会福祉士1介護福祉士については「社会的な評価が低い」、精神保  

健福祉士については「昇進等将来の見通しがない」という回答の割合も高かっ  

た。  
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裡套福祉車   
云■ 

介郵革祉士 精神保嘩福祉士  

（車中打頗）∴  J匂∴佃≒120：067） （■N 

にやりがいがない   4．9％   4．3％   4．4％   

の人間関係が悪い   10．2％   10．1％   9．8％   

一諸手当が低い   47．6％   59．7％   45．4％   

現職員から正規職員になれない   5．7％   6．7％   5．5％   

等将来の見通しがない   19．0％   15．4％   19．5％   

的な評価が低い   23．9％   27．0％   18．4％   

や休日出勤など不規則である   6．7％   10．0％   5．9％   

の負担や責任が重すぎる   32．8％   30．5％   29．1％   

がきつくて体力的に不安がある   10．6％   24．3％   9．2％   

と家庭の両立が難しい   10．5％   9．4％   10．4％   

厚生に不満   5．7％   6．7％   7．2％   

に不便である   3．9％   2．2％   5．9％   

の能力を伸ばすゆとりがない   13，1％   9．0％   13．6％   

者とのコミ1ニケーシ］ンがうまくとれ   
1．3％   1．0％   1．2％   

他   10．1％   8．0％   9．1％   

ない   9．0％   6．0％   11．6％  

1．0％   1．2％   1．4％   

（22）現在の仕事を続けていく上で改善して欲しいこと   

現在の仕事を続けていく上で改善して欲しいことを見ると、社会福祉士■介  

護福祉士・精神保健福祉士のいずれも「資格に見合った給与水準に引き上げる」  

という回答の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士については「社会的な評価を向上させる」、「作成書類の  

軽減等事務作業の効率化・省力化を図る」、介護福祉士・精神保健福祉士につい  

ては「経験に見合った給与体系の構築」、「作成書類の軽減等事務作業の効率化・  

省力化を図る」という回答の割合も高かった。  
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有資格者のキャリアアップの仕組み  
19．4％   12．0％   17．3％   

を構築する  

作成書類の軽減等事務作業の効率  
28．3％   28．4％   26．2％   

化・省力化を図る  

有給休暇や育児休業等のしやすい環  
17．2％   22．4％   14．7％   

境整備を整える  

社会的な評価を向上させる   30．5％   27．0％   24．9％   

福利厚生を充実させる   5．7％   6．5％   6．6％   

子育てを行う支援体制の充実   7．3％   4．8％   6．4％   

腰痛対策のため福祉用具等の活用等  
1．1％   6．7％   0．5％   

を図る  

メンタルヘルス対策の充実   11．8％   7．3％   12．7％   

パワハラ・セクハラ防止策の充実   3．1％   2．5％   3．7％   

その他   了．3％   5．2％   6．了％   

特にない   4．2％   3．0％   6．4％   

不明   1．0％   1．2％   1．2％   

0
 
 

了
 
2
 
 

1
 
2
 
 

＋
 
 
 



労している有資格者の状況  

（1）現在就労している業種の状況   

現在他分野で就労している有資格者の業種を見ると、社会福祉士t介護福祉  

士・精神保健福祉士のいずれも「病院・診療所」の割合が最も高かった。   

この他、、社会福祉士・精神保健福祉士については「公務員（福祉以外）」、介  

護福祉士については「サービス業」の割合も高い。  

←「∴∴叫そ∴享シと乙？ぅ∴モー11、ワ ≠ 

ーニパー■サー1≒  一＝ぎよ；い’L、ノ・  ■ム｝．7二右二＝－音：壷■ヂ・ユ．〃よご∴◆いゝさミ小一柳、1′  
÷＝－一 ェ∴発揚毛∴三’1謹環烹∴℃二攣．「‘≒  t∴‘【■、1・こ∴   ・・「∫〉エ〉1  薙邪腎獅緻葦－：‡   

一・－ ：二  ニ｛．′こr．、ナニノ’1雄h  」ヽ・       lt、・誉・汀・▲T 」  賢や弼滴婆暫甜紆㌍   
病院・診療所   3臥6％   25．4％   49．3％   

農業・林業t漁業   0．4％   1．1％   0．0％   

鉱業   0．0％   0．1％   0．0％   

建設業   1．1％   1．9％   0．4％   

製造業   3．9％   9．3％   1．7％   

電気・ガス・熱供給t水道業   0．4％   0．8％   0．0％   

情報通信業   2．2％   1．3％   0．8％   

運輸業   0．8％   2．3％   0．4％   

卸売・小売業   4．4％   5．9％   0．5％   

金融・保険業   3．9％   2．2％   0．8％   

不動産業   0．6％   0．6％   0．1％   

飲食店・宿泊業   1．1％   4．6％   0．5％   

教育・学習支援業   10．9％   6．2％   6．1％   

サービス業   7．7％   15．2％   2．3％   

公務員（福祉以外）   12．6％   5．7％   31．1％   

その他   10．6％   15．4％   5．2％   

不明   0．8％   2．0％   0．6％   

（2）過去福祉・介護分野で就労経験のある者の状況  

① 過去福祉・介護分野で就労していた職場の分野の状況   

過去福祉■介護分野で就労していた職場の分野を見ると、社会福祉士・介  

護福祉士については「高齢者福祉分野」、精神保健福祉士については「障害（児）  

者福祉分野」の割合が最も高かった。  
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不明   2．1％  3．2％   4．6％   

② 過去福祉・介護分野で就労していた職場の法人種別の状況   

過去福祉■介護分野で就労していた職場の法人種別を見ると、社会福祉士1  

介護福祉士については「社会福祉協議会以外の社会福祉法人」、精神保健福祉  

士については「地方自治体（市区町村）」の割合が最も高かった。  

③ 過去福祉・介護分野で就労していた職場での職種の状況   

過去福祉・介護分野で就労していた職場での職種を見ると、社会福祉士・  

精神保健福祉士については「相談員・指導員」、介護福祉士については「介護  

職員」の割合が最も高かった。  
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二社会福祉士   介準福祉   精神保嘩纏祉±  

頼≒1＼呼声 （N≒7，22叶   （∫汀‘碑7）  

0．6％   0．2％   0，1％   

・管理者   4．1％   2．0％   5．5％   

・指導員   49．7％   4．9％   52．8％   

ス提供責任者   0．9％   4．2％   0．0％   

員   16．9％   65．9％   5．8％   

ヘルパー   3．0％   13．3％   2．3％   

員   2．5％   1．6％   9．4％   

リテーション職員   0．6％   0．3％   1．1％   

員   10．2％   1．2％   6．0％   

研究職   1．4％   0．6％   0．9％  

8．1％   3．8％   12．8％  

2，0％   2．0％   3．3％   

④ 過去福祉・介護分野で就労していた職場での雇用形態の状況   

過去福祉■介護分野で就労していた職場での雇用形態を見ると、社会福祉  

士・精神保健福祉士については「正規職員」の割合が介護福祉士と比較して  

高い。  

⑤ 福祉・介護分野での転職回数   

福祉・介護分野での転職回数を見ると、社会福祉士t介護福祉士一精神保  

健福祉士のいずれも「0回」の割合が最も高かった。  
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葦毒翫紆ぜ瓶詰纏 景書評幣  揖㌣凝呼声薄  ‡…・ご去■；；罫≡懲㌔憲iチ整：」ニ簑葦・【∴こ       ．1、ヽノ無     訝†’サ汁二 つ－′ゲノ1∴叫ふ■小  ≠∴‡；・革一等蔽  ∵：げ二透bl、チ耶塞．，・雄・三メ葦㌍ 
0回  60．8％   50．5％  65．1％   

1回～2回  25．5％   30．8％  19．1％   

3回～4回  5．1％   8．0％  3．1％   

5回以上  0．6％   1．4％  1．4％   

不明  8．0％   9．3％  11．3％   

平均  0．59   0．84  0．50   

⑥ 福祉・介護分野の仕事を辞めた理由   

福祉・介護分野の仕事を辞めた理由について見ると、社会福祉士・介護福  

祉士・精神保健福祉士のいずれも「給与等の労働条件が悪いため」の割合が  

最も高かった。   

この他、社会福祉士一介護福祉士については「仕事の内容がきついため」、  

精神保健福祉士については「職員間の人間関係が良くないため」の割合も多  

い。  

萱〔－二王≡た藁紙悪麗くiコ＝泣は嘉†こお「；た        笠’レ   邑荊駁煉・謡  ■    －          ユ、壬′1】  慄ぺ羅 ・蟄謎も■摘惹妻薮i∴こ三三一丸鮎故紙瓶無飽かふ謹甘烏掠                                    ．、1榔－・津川、∴√・  ＝‥〝・訣想澤帝鴫澤憲㌘∴ナ∴ヾ1‘‖こ1  
職員間の人間関係が良くないため   18．3％   19．1％   15．3％   

利用者との人間関係が良くないため   0．7％   1．2％   1．6％   

仕事の内容がきついため   19．8％   24．7％   12．0％   

給与等の労働条件が悪いため   25．5％   32．2％   20て5％   

昇進■正規職員のへの登用等、将来  
13．4％   10．5％   11．0％   

の見通しが見えないため  

研修や職員教育が不十分だから   4．8％   4．7％   4．5％   

夜勤や不規則勤務があるため   7．1％   11．9％   3．8％   

法人の事業不振・人員整理等のため   2．2％   2．8％   2．1％   

体力に自信がないため   4．5％   8．3％   1．8％   

仕事にやりがいがないため   6．3％   4．3％   5．8％   

専門性が評価されていないため   14．6％   9．7％   11．7％   

体調を崩したため   11．5％   20．1％   9．4％   

結婚のため   6．5％   9．0％   4．1％   

出産■育児のため   4．1％   7．0％   2．3％   

家族等の介護・看護のため   2．3％   4．4％   1．5％   

転居のため   4．5％   4．0％   3．5％   

その他   37．5％   25．3％   47．6％   

不明   3．2％   1．9％   4．9％   
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⑦ 福祉・介護分野への復帰意向   

福祉・介護分野への復帰意向を見ると、有資格者の約5割が福祉・介護分  

野へ復帰したいという意向を示している。   

一方、社会福祉士の約2割、介護福祉士・精神保健福祉士の約3割が「戻  

りたくない」と回答している。  

綿 
－∴誓証J パN珊9仰がてき   ∵，ネ、．、、ト1ノ、    、■；ィ実圭：2調整草 ご二顔■■∴㌔㌣，ご1二・j∴    て三璧≡墾ヲき■…＝・‘   

1年以内   3．0％   2．5％  2．4％  

2年以内   1．0％  0．6％  1．8％  

是非戻りたい  
時期は決めていない   3．2％   3．7％  2．0％  

小計   7．1％   6．8％  6．2％   

1年以内   3．9％   5．7％  2．9％  

2．5％   2．2％  2．6％   

時期は決めていない   38．9％  36．3％  33．9％  

小計  45．3％  44．3％  39．4％   

復帰意向を有する者の割合の合計  52．4％   51．1％  45．5％   

戻りたくない  19．0％   19．3％  19．6％   

わからない  条件があえば戻リ            2年以内         たい                                            24．了％  25．了％   29．5％  不明   3．9％  3．9％   5．4％   
⑧ 福祉一介護分野へ復帰する上で改善して欲しいこと   

今後、福祉・介護分野へ復帰する上で改善して欲しいことについて見ると、  

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも「資格に見合った給与  

水準に引き上げる」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士■精神保健福祉士については「社会的な評価を向上さ  

せる」、「経験に見合った給与体系の構築」、介護福祉士については「経験に見  

合った給与体系の構築」、「有給休暇や育児休業等のしやすい環境整備を整え  

る」の割合も高い。  

－175－   
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研修等の内容を充実する   7．0％   5．8％   8．5％   

有資格者のキャリアアップの仕組み  

を構築する   
16．7％   9．7％   19．3％   

件成書類の軽減等事務作業の効率  
13．6％   18，4％   

化一省力化を図る  
11．5％   

有給休暇や育児休業等のしやすい環  
22．5％   25．5％   

境整備を整える  
18．6％   

社会的な評価を向上させる   34．5％   25．2％   26．5％   

福利厚生を充実させる   5．8％   5．5％   6．6％   

子育てを行う支援体制の充実   8．5％   10．8％   6．0％   

腰痛対策のため福祉用具等の活用等  
1．8％   

を図る  
9．7％   1．4％   

メンタルヘルス対策の充実   9．3％   9．2％   12．3％   

パワハラ1セクハラ防止策の充実   5．0％   4．5％   5．5％   

その他   7．2％   6．7％   6．1％   

特にない   3．2％   2．9％   5．9％   

不明   4．0％   3．9％   6．9％   

（3）過去福祉・介護分野で就労経験を有しない者の状況  

① 就職する際の就労先の対象としての福祉一介護分野に関する検討の有無と   

その理由   

就職する際の就労先の対象として福祉・介護分野を検討しなかった理由に  

ついて見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも「給与■  

諸手当が低かった」の割合が最も高い。  

－1了6－  
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社会福祉± 介護福祉士 
1′ 精神保健福祉士  

くN＝2／P92）＞さ人㌔‡   錘＝2．㈹7） 梱斗．7j二8ト   

はい   1367   1，162   675   

不明   18   24   

いいえ   707   821   1，016   

仕事にやりがいがないと感じた   6．9％   4．6％   4．4％   

職場の人間関係が悪いと感じた   2．3％   6．1％   0．5％   

給与・諸手当が低かった   32．0％   35．3％   20．8％   

正規職員としての採用がなかった   4．4％   3．7％   5．3％   

昇進等、将来の見通しがなかった   臥6％   4．8％   4．3％   

社会的な評価が低いと感じた   14．1％   12．1％   7．2％   

夜勤や休日出勤など不規則だった   14．9％   21．7％   8．1％   

業務の負担や責任が重すぎる   8．3％   14．9％   5．7％   

仕事がきつくて体力的に不安があっ  
16．5％   20．3％   7．8％   

た  

仕事と家庭の両立が難しそうだった   3．4％   5．5％   2．8％   

福利厚生に不満だった   2．4％   1．3％   1．2％   

通勤に不便だった   0．3％   1．1％   0．3％   

自分の能力を伸ばすゆとりがなかっ  
2．7％   2．9％   2．3％   

た  

利用者との］ミュニケーシ］ンに自信がなか  

4．1％   8．6％   1．0％   
った  

その他   37．3％   32．8％   47．3％   

特にない   14．0％   13．0％   21．9％   

不明   2．0％   0．5％   1．8％   

② 福祉・介護分野へ就労する上で改善して欲しいこと   

今後、福祉・介護分野で就労する上で改善して欲しいことについて見ると、  

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも「資格に見合った給与  

水準に引き上げる」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士・精神保健福祉士については「社会的な評価を向上さ  

せる」、「経験に見合った給与体系の構築」、介護福祉士については「有給休暇  

や育児休業等のしやすい環境整備を整える」、「社会的な評価を向上させる」  

の割合が高かった。  
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有資格者のキャリアアップの仕組み  
16．7％   10．8％   19．0％   

を構築する  

作成書類の軽減等事務作業の効率  
5．8％   9．8％   7．0％   

化義省力化を図る  

有給休暇や育児休業等のしやすい環  
29．1％   31．2％   21．9％   

境整備を整える  

社会的な評価を向上させる   36．8％   28．1％   30．5％   

福利厚生を充実させる   9．8％   7．1％   8．8％   

子育てを行う支援体制の充実   7．6％   9．0％   6．1％   

腰痛対策のため福祉用具等の活用等  
2．2％   10．8％   1．5％   

を図る  

メンタルヘルス対策の充実   7．4％   5．3％   5．8％   

パワハラーセクハラ防止策の充実   1．4％   2．8％   1．3％   

その他   5．1％   3．1％   4．3％   

特にない   3． 4．6％   5．9％   

不明   4．0％   4．5％   3．8％   

－178－  
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12．現在就労していない有資格者の状況  

（1）現在働いていない理由   

現在就労していない有資格者のその理由を見ると、社会福祉士・介護福祉士  

精神保健福祉士のいずれも「出産・子育てのため」の割合が最も高かった。   

この他、「腰痛等、体調を崩しているため」の割合も高かった。  

．こ′：■一再－   
◆ ∵．テふ∴‡；こぎ■！】∴ ーrこ■   

．、．、 ．ふ丁    撃幣隼   ・チ・雄平野■勲択 ′■ ↓こ山∴Y†－メ三i，・ナ   

定年退職したため   5．9％  9．3％  12．9％   

出産・子育てのため   46．7％  38．1％  31．2％   

家族等の介護・看護のため   4．6％  9．2％  7．2％   

腰痛等、体調を崩しているため   8．5％  13．9％  10．2％   

働く必要がないため   4．1％  4．0％  3．9％   

その他   28．9％  23．3％  33．6％   

不明   1．4％  2．2％  1．0％   

（2）過去の収入を伴う就労経験の有無   

過去の収入を伴う就労経験を見ると、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福  

祉士のいずれも「福祉1介護分野」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士t介護福祉士■精神保健福祉士のいずれも「病院・診療  

所」の割合も高い。  

－1了9－   
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農業・林業・漁業   0．0％   0．1％   0．1％   

鉱業   0．1％   0．0％   0．0％   

建設業   0．3％   0．2％   0．0％   

製造業   1．7％   1．1％   1．8％   

電気・ガス・熱供給・水道業   0．1％   0．1％   0．1％   

情報通信実   1．0％   0．2％   0．8％   

運輸業   0．1％   0．2％   0．3％   

卸売t小売業   1，5％   0．6％   0．4％   

金融一保険業   1．0％   0．4％   0．6％   

不動産業   0．2％   0．1％   0．3％   

飲食店・宿泊業   0．4％   0．5％   0．0％   

教育・学習支援業   3．0％   0．8％   3．6％   

サービス業   1．5％   1．7％   1．7％   

公務員（福祉以外）   2．7％   0．6％   10．4％   

その他   1．9％   1．1％   3．2％   

不明   0．1％   0．1％   0．鍋   

（3）過去福祉一介護分野で就労経験のある者の状況  

（D 過去福祉・介護分野で就労していた職場の分野の状況   

過去福祉・介護分野で就労していた職場の分野を見ると、社会福祉士・介  

護福祉士については「高齢者分野」の割合が最も高く、精神保健福祉士につ  

いては「障害（児）者福祉分野」の割合が最も高かった。  
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社会福祉キ 介護福祉士   海神保健福祉士   

（N≒2．402） トイN三欄164）∴■   （症軸）   

高齢者福祉分野   61．6％   88．8％   17．9％   

障害（児）者福祉分野   21．1％   5．7％   65．1％   

児童福祉分野   6．1％   0．7％   1．8％   

生活保護関係   1．5％   0．3％   2．1％   

福祉・介護教育関係   2，3％   1．0％   3．5％   

その他   6．1％   1．1％   7．9％   

不明   
1．2％   2．2％   1．8％   

② 過去福祉■介護分野で就労していた職場の法人種別の状況   

過去福祉・介護分野で就労していた職場の法人種別を見ると、社会福祉士■  

介護福祉士・精神保健福祉士のいずれも「社会福祉協議会以外の社会福祉法  

人」の割合が最も高かった。  

∴：浅 海韓保健福祉士 

、らl、∴＝’㌣謂競礫Eき．J彗殻捏耳㌍翳！鴎軍手珊瑚 ．箪笥諾＝て一曾  ブ‘†丁≠■二三・ゾ革帯ず苛箪督戦  ぢ茹、モ7‡－…、      空：ケ1：こア定蓬 首・モ．J寺：㌣：芸㌣‡卜・さ㌻Y、、「，∴∴才・  箋やて、⊥・ざて二  
民間企業   11．9％   15．8％  3．2％   

社会福祉協議会   8．8％   9．5％  3．2％   

社会福祉協議会以外の社会福祉法人   46．1％   38．2％  32．3％   

医療法人   12．7％   19．1％  19．6％   

特定非営利活動法人   2．2％   1．6％  12．9％   

社団法人・財団法人   3．4％   6．9％  5．9％   

0．9％   1．3％  0．0％   

協同組合         地方自治体（市区町村）   

4．4％   1．2％  6．2％   

0．5％   1．了％  1．2％   

③ 過去福祉・介護分野で就労していた職場での職種の状況   

過去福祉t介護分野で就労していた職場での職種を見ると、社会福祉士・  

精神保健福祉士については「相談員■指導員」、介護福祉士については「介護  

職員」の割合が最も高かった。  

ー181－  
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看護職員   0．8％   0．6％   1．8％   

リハビリテーション職員   0．3％   0．2％   0．0％   

事務職員   7．0％   0．6％   4．1％   

教員・研究職   1．2％   0．4％   0．3％   

その他   8．7％   4．3％   5．0％   

不明   1．2％   1．2％   1．2％   

④ 過去福祉一介護分野で就労していた職場での雇用形態の状況   

過去福祉一介護分野で就労していた職場での雇用形態を見ると、社会福祉  

士については「正規職員」の割合が介護福祉士・精神保健福祉士と比較して  

高い。  

凍鮨醇貌幣 等き  雛祭終焉㌔ぢ＝’1－T、て  
っ一、㌻，1   一ノ∴－  ー†■’■1∵r・3：葦1蛮 三rら▲瑞∴  野澤沫葦  新鮮㌍華照準 qll∧，＼    評：肇簿■  （ぎ ヂ∴：i  

正規職員  74．5％  67．8％  68．6％   

非正規職員  25．3％  31．8％  30．8％   

不明  0．2％  0．4％  0．6％   

⑤ 福祉・介護分野における直近の職場での従事年数   

福祉■介護分野における直近の職場での従事年数の状況を見ると、社会福  

祉士・精神保健福祉士については「1年以上3年未満」、介護福祉士について  

は「5年以上10年未満」の割合が最も高かった。  
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社会福祉± 介郵高祉キ 精神保健福祉± 
ぎ、  

（N薮叩2）二′こ．二   （畔＝甘．1亘4）■．鱒   ∴二（醇34け  

9．4％   6．5％   14．1％   

3年未満   31．2％   19．3％   29．9％   

5年未満   22．4％   18．9％   20．5％   

10年未満   22．9％   31．8％   18．5％  

11．9％   19．4％   14．1％  

2．2％   4．2％   2．9％   

⑥ 福祉一介護分野での転職回数   

福祉一介護分野での転職回数を見ると、社会福祉士・介護福祉士一精神保  

健福祉士のいずれも「0回」の割合が最も高かった。  

⑦ 過去福祉■介護の仕事を辞めた理由   

福祉・介護の仕事を辞めた理由について見ると、社会福祉士・介護福祉士・  

精神保健福祉士のいずれも「出産・育児のため」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士については「結婚のため」、介護福祉士については「体  

調を崩したため」、精神保健福祉士については「給与等の労働条件が悪いた  

め」の割合も高かった。  
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研修や職員教育が不十分だから   3．8％   3．3％   4．4％   

夜勤や不規則勤務があるため   5．7％   臥2％   2．3％   

法人の事業不振・人員整理等のため   1．5％   1．6％   2．6％   

体力に自信がないため   4．8％   8．4％   6．5％   

仕事にやりがいがないため   3．3％   2．8％   4．1％   

専門性が評価されていないため   9．7％   7．1％   10．3％   

体調を崩したため   17．1％   20．3％   17．6％   

結婚のため   23．4％   18．2％   12．6％   

出産・育児のため   32．9％   2了．8％   24．3％   

家族等の介護、看護のため   5．7％   11．4％   8．2％   

転居のため   10．7％   7．5％   9．4％   

その他   18．0％   18．1％   23．8％   

不明   0．4％   0．7％   1．2％   

⑧ 福祉1介護分野への復帰意向   

福祉・介護分野への復帰意向を見ると、有資格者の約7割が福祉t介護分  

野へ戻りたい意向を示している。   

一方、社会福祉士の約1割、介護福祉士・精神保健福祉士の約2割が「戻  

りたくない」と回答している。  
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社会福祉±   介護福祉士 精神保嘩碍祉士  

（N＝2、．4b2） （良＝19．、1㈹   坤≒341） 

1年以内   7．6％   5．0％   9．4％  

2年以内   1．6％   1．4％   1．8％  
たい  

時期は決めていない   7．3％   4．6％   5．3％  

小計   16．5％   11．0％   16．4％   

1年以内   11．1％   13．0％   15．8％  

えば戻           2年以内   6．4％   4．4％   2．9％  

時期は決めていない   40．8％   35．7％   32．6％  

小計   58．2％   53．1％   51．3％   

を有する者の割合の合計  74．7％   64．1％   67．7％   

ない  9．4％   14．1％   12．9％   

い  14．2％   19．1％   16．7％  

1．7％   2．6％   2．6％   

⑨ 福祉・介護分野へ復帰する上で改善して欲しいこと   

今後、福祉・介護分野へ復帰する上で改善して欲しいことについて見ると、  

社会福祉士・介護福祉士一精神保健福祉士のいずれも「資格に見合った給与  

水準に引き上げる」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士・介護福祉士については「有給休暇や育児休業等のし  

やすい環境整備を整える」J精神保健福祉士については「社会的な評価を向上  

させる」の割合も高かった。  
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有資格者のキャリアアップの仕組みを  
14．6％   8．3％   18．1％   

構築する  

作成書類の軽減等事務作業の効率化・省  
15．5％   20．4％   13．1％   

力化を図る  

有給休暇や育児休業等のしやすい環境  
32．3％   32．4％   24．0％   

整備を整える  

社会的な評価を向上させる   26．8％   22．2％   29．5％   

福利厚生を充実させる   4．8％   5．2％   5．7％   

子育てを行う支援体制の充実   31．0％   25．0％   19．0％   

腰痛対策のため福祉用具等の活用等を  
1．5％   7．8％   0．2％   

図る  

メンタルヘルス対策の充実   9．4％   7．1％   11．0％   

パワハラ・セクハラ防止策の充実   3．7％   3．1％   6．2％   

その他   6．6％   5．7％   9．0％   

特にない   2．0％   2．6％   3．1％ 

不明   2．7％   3．2％   3．3％   

（4）過去福祉・介護分野で就労経験を有しない者の状況  

① 就職する際の就労先の対象としての福祉■介護分野の検討の有無   

就職する際の就労先の対象として福祉・介護分野を検討しなかった理由に  

ついて見ると、社会福祉士・介護福祉士一精神保健福祉士のいずれも「給与・  

諸手当が低かった」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士・精神保健福祉士については「社会的な評価が低いと  

感じた」、介護福祉士については「夜勤や休日出勤など不規則だった」の割合  

も高かった。  
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社章碍祉士   介護福祉ヰ   精神廃嘩福祉車   

（N （N±2，45釘；′   （蕪如恒   

はい   440   1，171   220   

不明   92   481   46   

いいえ   302   807   

仕事にやりがいがないと感じた   3．0％   5．8％   4．6％   

職場の人間関係が悪いと感じた   3．3％   10．4％   4．0％   

給与■諸手当が低かった   30．5％   33，8％   25．7％   

正規職員としての採用がなかった   3．0％   4．0％   3．4％   

昇進等、将来の見通しがなかった   5．6％   4．5％   2．9％   

社会的な評価が低いと感じた   20．2％   14．1％   16．0％   

夜勤や休日出勤など不規則だった   13．6％   24．3％   10．3％   

業務の負担や責任が重すぎる   12．6％   19．1％   8．6％   

仕事がきつくて体力的に不安があった   13．2％   22．4％   10．3％   

仕事と家庭の両立が難しそうだった   6．3％   14．9％   6．9％   

福利厚生に不満だった   2．0％   1．5％   2．3％   

通勤に不便だった   1．3％   1．5％   2．3％   

自分の能力を伸ばすゆとりがなかった   5．0％   3．2％   4．0％   

利用者との］ミ1ニケーションに自信がなかった   3．0％   4．8％   2．3％   

その他   39．1％   29．2％   40．6％   

特にない   12．3％   7．3％   16．6％   

不明   2．0％   1．5％   1．7％   

② 福祉・介護分野へ就労する上で改善して欲しいこと   

福祉一介護分野へ就労する上で改善して欲しいことについて見ると、社会  

福祉士・介護福祉士■精神保健福祉士のいずれも「資格に見合った給与水準  

に引き上げる」の割合が最も高かった。   

この他、社会福祉士t精神保健福祉士については「社会的な評価を向上さ  

せる」、介護福祉士については「有給休暇や育児休業等のしやすい環境整備を  

整える」の割合も高かった。  
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有資格者のキャリアアップの仕組みを  
16．1％   7．2％   17．7％   

構築する  

作成書類の軽減等事務作業の効率化■省  
5．3％   10．5％   5．4％   

力化を図る  

有給休暇や育児休業等のしやすい環境  
24．8％   26．2％   21．8％   

整備を整える  

社会的な評価を向上させる   30．0％   17．4％   24．9％   

福利厚生を充実させる   5．3％   5．0％   5．4％   

子育てを行う支援体制の充実   20．了％   19．0％   14．5％   

腰痛対策のため福祉用具等の活用等を  
1．4％   7．4％   1．8％   

図る  

メンタルヘルス対策の充実   了．1％   5．6％   6．3％   

パワハラ・セクハラ防止策の充実   1．7％   2．7％   1．8％   

その他   4．8％   3．0％   5．0％   

特にない   1．6％   2．5％   5．4％   

不明   16．5％   21．9％   14．3％   
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福祉・介護サービス従事者の現状  

（データ集）   
Ⅰ
一
∞
¢
1
 
 



従事者数の推移  

－
一
¢
○
－
 
 
 

1
 
 
 



（実人員）   常勤・非常勤別介護  

介護職員に占める非常勤の介護職員の割合は概ね増加しており、平成18年では41％となっている。   
事業所の種類別でみると、非常勤の介護職員の割合は施設サービスでは増加しており、平成18年で約15％、在  

宅サービスではほぼ横ばいで、平成18年では約51％となっている。  

平成12年  平成13年  平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  

介護職員数   割合   介護職員数   割合   介護職員数   割合   介護職員数   割合   介護職員数   割合   介護鞍員数   割合   介護職員数   割合   

常勤   357，283  65．1％  409，294  61．9％  450．269  59．6％  517，247  58．4％  592，666  59．1％  656，874  58．4％  691．849  59．0％   

総計   548，924  100．0％  661，588  100．0％  755，810  100．0％  884，983  100．0％  1，002，144  100．0％  1，124，691  100．0％  1．171，812  100．0％   

常勤   210．770  89．2％  223．575  88．0％  232．772  87．7％  245．305  87．1％  258，577  86．7％  268，477  85．9％  272，980  84．8％  

施  

非常勤   25，443  10．8％  30．376  12．0％  32．788  12．3％  36．175  12．9％  39，564  13．3％  43，892  丁4．1％  48，773  15．2％  
設  

計   236，213  100．0％  253．951  100．0％  265．560  100．0％  281，480  100．0％  298，141  100．0％  31乙369  100．0％  321，753  100．0％   

常勤   146，513  46．9％  185．719  45．6％  217．497  44．4％  271，942  45．1％  334，089  47．5％  388．397  47．8％  418．869  49．3％  
在  
宅  
サ   

l  

ビ  

ス  312，711  100，0％  407．637  100．0％  490，250  100．0％  603，503  100，0％  704，003  100．0％  812，322  100．0％  850，059  100．0％   

－
一
¢
一
－
 
 

※介護職員数は実人員。  

※ 平成18年の在宅サービスは、「訪問介護」、「訪問入浴介護」、「通所介護」、「通所リハビリテーション」、「短期入所生活介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「特定施設入居者生  

活介護」に勤務する介護職員数を集計したもの。  

※「常勤」とは施設専業所が定めた勤務時間のすべてを勤務している者、「非常勤」とは常勤者以外の従事者（他の施設、事業所にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事を  

持っている者、短時間のパートタイマー等）。  

資料出所：「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省大臣官房統計情報部）  2   



〔参考〕福祉 ・介護サービス従事者の現状  
（平成17年10月1日現在・実人員）   

介護・福祉サービス従事者は約328万人であり、このうち老人分野に従事している者が最も多く約197万人で  

全体の約60％を占める。このうち、介護保険事業に従事している介護職員は約112万人である（全介護・福祉  

サービス従事者の約34％）。  

サービス形態  職  種  

分野   総数  
施設   在宅   主な職種   その他   

654．872 人   1，316，353 人   介護職員   
1．971，225  

老人分野  ・介雄老人樽祉施投  
・介捜老人保健施設  
・介護療暮堂医療施設  〔 応聖共同生活介腹L 

826，520 人  
（60．2％）  〕  1，144，705人 ぅち介護保険1，124，691人   

129．457 人   542，261人   介護職員   
671，718  

障害者分野  
1   

22，669人 56．644人 16．144人  〔 372，855 人   298．863 人  
（20．5％）  

24，547 人   531，461人   保育士   
556．008  

児童分野  5 

（17．0％）  15．917人 3，971人 2．460人  ；雲量雲底支援センタ＿ 〕   
343，586 人   212．422 人  

53，295人  24，309人  介護職員  

その他   ム 

4≡‥………芸〕  〕  
30，240人   47，364 人   77，604 （2．4％）  

3，276，555  
合計  862，171人   2．414，384 人   1，891，386 人   1．385，169 人  

（100％）  
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介護福祉士・社会福祉士資格取得者数の推移  
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介護福祉士登録者の推移  
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（注1）人数は、各年度9月末の登録者数。   



社会福祉士登録者の推移  
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介護福祉士▲社会福祉士養成施設の状況  
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介護福祉士養成施設等の推移  

1．介護福祉士養成施設  

平成16年   平成17年   平成18年   平成19年   平成20年   

施設数   389   402   409   423   434   

課程数   465   478   487   500   507   

入学定員   26，366   26，810   27，105   26，678   25，407   

－
一
∽
」
－
 
 

2．福祉系高校  

平成16年   平成17年   平成18年   平成19年   平成20年   

学校数   177   191   203   211   212   

※参考資料「教科「福祉」と高等学校「福祉関連学科」基礎資料〔平成20年度版〕」。  

※学校数には、高校福祉科を設置している学校数を計上。  
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平成20年度介護福祉士養成施設の充足率  

（平成20年4月1日現在）  

学校種別  学校数  課程数   定員（人）   入学者数（人）   充足率（％）   

大   学  園  園   2，455   1，648   67．1   

短期大学  匹  Ⅷ   5，596   2，852   51．0   

専修学校  2  圏   17，236   7，117   41．3  

うち2年課程   2  四   14，517   6，224   42．9   

高等学校専攻科  国  国   圃   囲   17．5   

計  
団  団   25，407   11，638   45．8  

ー
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社会福祉士養成施設等の推移  

1．社会福祉士養成施設  

平成16年   平成17年   平成18年   平成19年   平成20年   

施設数   41   43   45   48  50   

課程数   53   54   57   64   66   

入学定員   8，506   8，536   8，876   9，478   10，122   

ー
一
¢
∽
－
 
 

2．福祉系大学  

平成16年   平成17年   平成18年   平成19年   平成20年   

会員校数   186   207   216   227   233   

※社団法人社会福祉士養成校協会の各年度の会員校数（毎年度の総会時の会員校数）。但し、会員校のうち養成施設は除く。  

※会員校数の内訳は、4年制大学、短期大学、専修学校、大学院。  
※平成16年、17年は6月時点の数値、平成18力、ら20年は5月時点の数値。  
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介護関連職種の需給状況  
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有効求人倍率の推移  

平成5年度  平成10年度  平成11年度  平成12年度  平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度  平成18年度  平成19年度   

全職業   常用（含パート）   0．70   0．60   0．83   0月4   

社会福祉専門職  常用（含パート）  0．54   0．59   0．86   1．08   

介護関連職種  常用（含パート）  1．14   1．47   

【参考】介護職員数  548，924  661朋8  755，810  884．981  1．0叱144  1，124．691  
1
N
〇
一
－
 
 

H12，11  H14、1  H3．2   H5．10 H9．5  Hll．1  

（注1）介護職員数は実人員である。平成18・19年度については、現時点で数値が取りまとまっていない。  
（注2）社会福祉専門職：福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、保育士、福祉施設寮母・寮父、その他の社会福祉専門の職業  
（注3）介護関連職種：福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、その他の社会福祉専門の職業、家政婦（夫）、ホームヘルパー   

資料出所：職業安定業務統計（厚生労働省職業安定局）  

介護サービス施設一事業所調査（厚生労働省大臣官房統計情報部）  

景気動向指数（内閣府経済社会総合研究所・統計情報）  
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平成19年度都道府県別有効求人倍率  

；二巴 ニ；  介雷集関イ系職種ク⊃職業  

常用 （含ハート）   常用 （／、－一  卜含む）   
常用 （除ノく－ト）   常用白勺ノヾ－ ト  ＃－用 （／ヾ－  卜除＜）   常用白勺／ヾ－ト   

全  国  計   0．97   0．87   1，30   2．10   1．53   3．48   

ヨヒ  海  道   0．51   0．45   0＿ 73   0．93   0．75   1．52   

ニナニ云  

＿  二   0．48   0＿ 40   0．76   1．03   0．86   1．54   

右  手  県   0．67   0＿ 61   0．91   1．12   0．91   1．91   

≡  ！昌一  三   0．82   0．75   1＿ 11   1● 35   0＿ 99   2．62   

．  －－  ≡   0＿ 60   0．49   0．97   0．98   0＿ 76   1，76   

山  形  県   0．88   0．73   1．44   1．45   1．34   1．80   

手畠  島  県   0．79   0．71   1．07   1．81   1．40   2．94   

ラ芙  城  県   0．93   0．82   1．24   2．85   2．29   4．07   

栃  木  県   1．33   1＿ 22   1．68   2．40   1．97   3－ 33   

宅半  弔  県   1．59   1．49   1．85   2．11   1．63   3．06   

埼  ∃三  県   0＿ 95   0．82   1＿ 33   3．16   2＿ 36   4．84   

ミミ  玩   0＿ 90   0．74   1．38   3．00   1．68   5．77   

二乗：  京  者β   1．30   1．13   1．95   3＿ 52   2．54   6＿ 27   

手中  素  ハl  県   0．90   0．82   1．16   2．89   1．94   5．02   

新  潟  県   1．01   0．94   1．24   1．85   1．77   2．07   

岩  玩   1．11   1．02   1．32   1．89   1．62   2．45   

石  ノIl  鼎   1．22   1．09   1．66   2．07   1．60   3－ 81   

≡  一  E   1．33   1．21   1＿ 62   2＿ 58   2．07   3．63   

山  覇4  県   1．00   0．89   1．30   2．65   1．94   4．18   

書  萱；  主   1．11   1．05   1．24   2．23   2．05   2．55   

山安  息  県   1．29   1．24   1．40   2．82   2．35   3．64   

静  「モ司  県   1．16   1．09   1．35   2．80   2．30   3．81   

愛  東口  県   1．80   1．85   1．67   3．52   2＿ 68   5．05   

三妄  玩   1．31   1．26   1．40   2．89   2．17   4．36   

滋  賀  県   1．17   1．11   1．32   2．26   1，82   3．00   

－
N
O
N
－
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職業吾十  介護関イ系職種の職業  

′≒婁＝ト・        A   ＝  ′料                     A  
常用 （除ノく－ト）   常月∃自勺ノヾ－ト   常用 （／ヾ－ト除く）   常月∃白勺ノく－ト   

者β  J了守   0．87   0．74   1．21   1．54   1．07   2．46   

大  阪  月守   1．10   0．98   1．52   2．59   1．62   4．93   

兵  庫  県   0．87   0．75   1．21   2．34   1．54   3．90   

奈  良  県   0．75   0．56   1．29   2．93   1．68   5．23   

手口  歌  山  県   0．85   0．71   1．22   2．55   1．57   4．65   

．鳥  取  県   0．69   0．59   1，01   0．84   0．70   1．20   

島  根  県   0．85   0．71   1．24   1．65   1．58   1．79   

「岡  山  県   1．23   1．06   1．77   2．11   1．70   3．13   

広  島  県   1．12   1．04   1．34   2．07   1．67   2．85   

山  口  県   1．02   0．88   1．40   1．79   1．30   2．84   

徳  島  県   0．80   0．61   1．49   1．71   1．47   2．25   

香  ノーl  県   1．18   1．02   1．69   2．44   1．71   4．84   

愛  媛  県   0．81   0．72   1．10   1．85   1．58   2．63   

高  貴口  県   0．47   0．36   1．02   1，76   1．04   4．79   

千言  同  県   0．75   0．68   1．03   1．43   1，12   2．38   

佐  賀  県   0．65   0．54   0．98   1．18   0．88   1．93   

長  崎  県   0．57   0．52   0．72   1．01   0．75   1．63   

斉巨  木  県   0．73   0．68   0．90   1．32   1．04   2．07   

大  分  県   0．97   0．90   1．14   1．28   0．96   2．06   

宮  崎  県   0．60   0．55   0．75   1．11   0．95   1．53   

廉 1宮  島  県   0．57   0．50   0．79   1，11   0．88   1．67   

ア中  糸亀  県   0．38   0．32   0．69   0．78   0．67   1．16   

－
N
O
∽
－
 
 

（住）社会福祉専門の職業：「121福祉相談指導専門員」「122福祉施設指導専門員」「123保育士」「124福祉施設寮母・寮父」「129その他の社会福祉専門の職業」  

（注）介護関係職種ニ「122福祉施設指導専門員」「ユ24福祉施設寮母・寮父」「129その他の社会福祉専門の職業」「34110家政婦（夫）」「342ホームへ／レバー」  
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介護職員の労働条件等の状況  
－
N
O
阜
－
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職種別きまって支給する現金給与額等  

企業規模計  

きまって支給する現金給与額  
年収試算額  区  

年間賞与その他特別給      与客員   勤続年数   所定内  
給与板  

千円  

915．4   

1，078．4  

568．4  

514．2  

446．8  

206．3  

304．8  

714．5  

636．3  

789．5  

801．0  

469．9  

465．2  

歳   

41．0   

41．9   

39．2   

32．6   

37．4   

36．7   

45．3   

38．6   

45．0   

33．4   

35．8   

36．4   

43．9  

千円   

301．1   

336．7   

225．7   

213．6   

193．7   

214．7   

194．0   

273．5   

253．3   

275．6   

279．9   

192．9   

182．4  

全労働者  

男性労働者  

女性労働者  

福祉施設介護員（男）  

福祉施設介言董員（女）  

ホームヘルパー（男）  

ホームヘルパー（女）   

介護支援専門員（男）  

介護支援専門員（女）  

看護師（男）   

看護師（女）  

看護補助者（男）   

看護補助者（女）  

4，528．6   

5，118．8   

3，276．8   

3，077．4   

2，771．2   

2，782．7   

2，632．8   

3，996．5   

3，675．9   

4，096，7   

4，159．8   

2，784．7   

2，654．0  

330．6   

372．4   

241．7   

225．9   

204．4   

239．3   

207．4   

284．8   

261．8   

307．1   

313．4   

210．8   

196．0  

－
N
O
∽
－
 
 

（注） 賃金構造基本統計調査は年収は調査していないが、下記算式により参考数値として試算した。  

年収試算額  ＝  「所定内給与額   ×   12ケ月   ＋  年間賞与その他特別給与額」   

（診「きまって支給する現金給与客巨」とは、 労働契約、労働協約あるいは、事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給   
条イ牛、算定方法によって支給された現金給与額。手取額でなく、税込みの韓。  

現金給与幸蔽には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与客員も含む。   

◎「所定内給与額」とは、月間きまって支給する現金給与親のうち、超過労働給与額以外のものをいう。  

資米斗出所：平成19年賃金構造基本統言十調査（厚生労イ勤省大臣官房統計・「青幸辰書β）  
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福祉施設介護員等の給与（きまって支給する現金給与額）の推移  

槻3年   平成14年   平射5年   弔勤6年   職7年   平成18年   平成19年   

全舅働者   皿3   盟2   認8   3：犯2   諷8（12．α   ま氾9（ほα   ま氾6（11．㊥   

男性   373．5   ：娼7．7   脱6   367．7   372．1（1a4）   釘Z7（1a9   釘Z4（1a3   

女性   刀7．1   2認8   Z数4   241．7   2迫0（a7）   払6（a8）   別1．7（a7）   

福祉施設介護員（全問   2訂．7   2：迫2   払8   221．4   211．3（5．1）   2124（5カ   21n7（51）   

男性   凱3   25之7   別42   2認1   訟7．9（49）   27．1（49）   2訪．9（49）   

女性   盈1   2別4   219．9   2141   Ⅹ沌3（5．1）   Ⅹ賂4（53   飢4（5．カ   

ホ＝鍋レH全㈲   Ⅹ鼠2   211．1   Ⅹnl   21Z6   1弧6（46）   犯1（44）   213．1（48）   

男性   Z独1   払2   213．1   24a5   197．2（28）   Zm6（a釦   2刃．3（ユ5   

女性   孤6   孤5   1弧0   ：犯7．5   1弧8（49）   197．0（45）   刀7．4（51）   

静福祉（全㈱  乱2   2弧3（7．功   皿6（a（》  芸nO （7．7）   

男性  4瓜5   《n5（a㊥   脱9（a6）  乱6 （a2   

女性  2殴8   2飢0（7．¢   茄1．9（7．ゆ  斑n6 （7．6）   

社綱簸社執・介護事業（全㈲  247．8   糾1．3（7．α   2遡．3（7．α  別n7 （7．1）   

男性  及5   2弧3（7．＄   m6（7．Q  2飢0 （7．7   

女性  2：n3   肱3（6．ゆ   盗9（a㊥  盗3 （6．9）   

－
N
O
の
－
 
 

注1）「勤続年数」：労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいう。勤続年数の算定は、次の原則によっている。  
ア 試の使用期間、見習期間などは勤続年数に含める。  
イ 休職期間は勤続年数から除外する。  
り 解雇され、又は退職してから同じ企業に再雇用された場合には、以前雇用されていた期間を通算して勤続年数に加える。  
エ 出向労働者の勤続年数は、出向元も通算する。  

注2）平成17～19年の（）内は勤続年数である。   

資料出所：賃金構造基本統計調査報告（厚生労働省大臣官房統計情報部）  
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介護職員の定着の状況等  
－
N
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入職率■離職率（全体）  

入職率   離職率   

計   

（参考）  
男   

全労働者  女   19．0 18．8  

一般労働者  12．5   12．2  

パートタイム労働者  26．7   25．9   

I
N
O
わ
－
 
 

※正社員は一般労働者よりも概念が狭く、非正社員は、パートタイム労働者よりも概念が広いため、単純に全労働者の一般労働者、パートタイム労働者と介護職   
員の正社員、非正社員との入職率や離職率を比較するには注意が必要である。  

※正社員：雇用している労働者の雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者を除いた者。  
※非正社員：正社員以外の労働者（契約社員、嘱託社員、臨時的雇用者、パートタイム労働者）。  
※一般労働者：常用労働者のうちパートタイム労働者を除いた者。  
※パートタイム労働者：常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者をいう。  

ア 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。   
イ1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで一週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。  

※入（離）職率：訪問介護員＋介護職員：平成18年9月1日の従事者数に対するその後1年間の採用（離職）音数の割合。  
※全労働者：平成19年1月1日現在の常用労働者数に対する1月1日から12月の期間中の入（離）職者の割合。   

【資料出所】  
訪問介護員＋介護職員：事業所における介護労働実態調査（平成20年7月）（介護労働安定センター）  

全労働者：雇用動向調査（平成19年）（厚生労働省大臣官房統計情報部）  
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平成19年産業別入職率・離職率  

（単位：％）  

入職率   バ：≡‘圭   

産業計   15．9   15＿ 4   

鉱業   12＿1   12＿ 4   

建言受業   11．3   12．1   

製造業   11．6   11．5   

電気・ガス・熱供給・水道業   5＿ 5   6．8   

イ青幸艮通イ言葉   12＿ 4   10．5   

遷幸余業   14．0   14＿ 0   

正円売 － ′J、売業   15－ 6   15＿ 5   

金商虫 一 保険業   12＿ 8   12．0   

不動産業   22＿ 0   16＿ 6   

飲食店，宿テ自業   36．2   35＿ 0   

医療，手高祉   17．4   15＿ 7   

教育，学習支援業   11＿1   10．9   

複合サービス事業   12＿ 0   13＿1   

サービス業   

（他l二分葉責されなしヽもの）   18＿ 0   17＿ 4  

ー
N
O
¢
－
 
 

※出典：雇月∃動向調査 （平成19年） （厚生労イ動省大臣官房統言十′l一斉報部）   
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離職者の勤続年数  

－
N
一
〇
－
 
 

合計：74．7％  

介護職員  訪問介護鼻  2職種合計  
（訪問介護鼻＋介護職員）  

1年未満の者   1年以上3年未満の者  3年以上の者  

く％）   （％）  （％）  

2職種合計  39．0   35．7  25．3   
（言方間介害蔓鼻＋介護職員）  

言方問介言豊島   29．6   38．1  32．3   

介言葉職長   43．9   34．4  21．7   

資料＝事業所における介護労働実態調査（平成20年7月）（（財）介護労働安定センター）  21   



【職種別従業員の過不足状況（職種別）】  

不足感  

（①＋②＋③）  

59．7％  

ー
N
一
一
－
 
 

調査事業数   ①大いに不足   ②不足   ③やや不足   ④適当   ⑤過剰   
不足感（再掲）  

（①＋②＋③）   

全体   3，337   6．2   18．2   35．3   39．5   0．8   59．7   

22   



介護福祉士の転職理由は「仕事にやりがいがない」、「職場の人間関係」、「給与が低い」の順で多くなっ  

ている。  

（複数回答）  （単位＝％）  

昇進等、将  
回答者数  

親や知人等  

（単位：人）   体調を崩し た  転居のため  労働条件が 悪い  仕事の内容 がきつい  出産・育児 のため  夜勤や不規 則勤務等が ある  社会的に評 価が低い  体力に自信 がない  に反対され た  その他  無回答   
がない   

平成15年2月  4．058  ＝  15．4   14．9   11．4   12．4   10．6  11．3   8．5   7．了   10．6   7．4   4．5   2．9   0．8   29．5   5．1   

平成17年2月  3，293  回  17．1   15．0   12．7   10．6   9．8   臥9   8．2   8．2   7．2   6，0   4．6   3．3   0．7   30．2   11．3   

－
N
一
N
－
 
 

（注）日本介護福祉士会の会員を対象とした調査。調査対象者数は、平成15年は14，500人、平成17年は12．000人回収率は、平成15年は29．8％、平成17年は29．5％  

資料出所：「第咽介護福祉士の就労実態と専門性の意識に関する調査（平成17年3月）」（社団法人日本介護福祉士会）  
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現在の仕事や勤務先を選んだ理由   

介護職員の現在の仕事や勤務先を選んだ理由は、「働きがいのある仕事だと思ったから」、「自分の能  

力■個性・資格が生かせると思ったから」が多くなっており、「給与」や「労働条件」の割合よりも、本人の仕事  

内容に対する意欲の割合が高くなっている。  

（単位：％）  

特  種  総  数   
事業所の種類  事だと思ったから  ると思ったから   の希望だったかb   働きがいのある仕  自分の能力・個 性・資格が活かせ  子どものころから  給与等の収入が多  労働時間、休日等 の労働条件がよい  通勤が便利だから   その他  

から   

介護職員  100．0   ［可   36．8   6，4   10．4   35．2   10．1  

訪問介護   100，0   ●一 ●   44．1   2．7   5．1   19．4   34．1   10．0  

認知症対応型  
100．0   ［亘］   40．2   5．0   3．4   8．1   33．0   

共同生活介護  
10．2  

介護老人福祉施設   100．0   ［亘可   35．0   7．5   5．4   6．0   33．8   9，8  

介護老人保健施設   100．0   ●   37．0   8．1   9．5   36．0   9．9  

介護療養型医療施設   100．0   ［享画   28．2   5．3   5．7   14．9   40．5   11．5   

－
N
一
∽
－
 
 

（注）構成割合は常勤者の割合である。  

資料出所‥介護サービス施設・事業所調査（平成16年）（厚生労働省大臣官房統計情報部）   
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仕事をしていく上での不満や悩み  

介護職員の仕事をしていく上での不満や悩みは、「給与等収入が低い」が最も多く、次いで「有給休暇を  

取りにくい」となっており、現在の仕事や勤務先を選んだ理由とは反対に労働条件での不満や悩みの割合が  

高くなっている。  

（複数回答）  
（単位＝％）   

入所者（利用  

職   種  総 数  給与等収入が低  労働時間が希望  有給休暇を取リ   者）とのコミュ   に合わない  にくい   ニケーシ］ンが  

仕事がきつくて 体力的に不安が  業務の負担や責  自分の能力を伸 ぱすゆとりがな  自分の資格や能 力が評価されな  他の職員との関 係がうまくいか  仕事の内容に展   
望がもてない   その他   矧こない   

うま〈とれない  ある  任が大きすぎる  い   い   ない  

介護職員  100．0   匝司   臥3   43．9   3．4   26．8   29．9   10．4   7，8   14．8   13．0   13．1  

訪問介護   100．0   回   
10．7   31．8   乙4   15．0   25．7   け9   7．7   5．7   甘†   ほ8   21．7  

認知症対応型  100，0   匝司   9．8   35．4   4．6   11．4   19．2   7．7   7．6   9．6   14．9   19．5  
共同生活介護  

介護老人福祉施設   100．0   臥∂   
田   

3．9   32．4   36．4   22．3   軋2   8．6   16．0   14．2   10．0  

介護老人保健施設   100．0   回   
7．0   47．5   3．4   29．0   32．1   21．2   1．1   8．0   17，1   11．9   9．5  

介護療養型医療施設   100．0   匝司   5．2   37．3   2．4   34．1   1g，9   19．4   12．5   7．8   16．3   11．1   

ー
N
一
－
－
 
 

（注）構成割合は常勤者の割合である。   

資料出所：介護サービス施設・事業所調査（平成1昨）（厚生労働省大臣官房統計情報部）  
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介護職員が利用者やその家族に対して感じている悩み、不安、不満等  

－
N
一
∽
－
 
 

0．0％  10．0％  20．0％  30．0％  40．0％  50．0％  60．0％  

（出典：平成19年7月「介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」財団法人介護労働安定センター）  

※ 本調査は、平成18年8月時点における介護保険サービスに従事する労働者29，124人を対象としたもの。   
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【人材育成の取組のための方策（複数回答）（職種別・修業形態別）】  

調査事業所数：8．126 単位：％  

地域の同業者とノウハウを共有し育成に取り組んでいる  

自治体や業界団体が主催する教育・研修に積極的に参加させている  

法人全体で連携して育成に取組んでいる  

能力の向上が認めれた者は、配置や処遇に反映している  

職員に後輩の育成経験を持たせている  

－
N
一
の
－
 
 

採用時の教育・研修を充実させている  

教育・研修の責任者もしくは担当部署を決めている  

教育・研修計画を立てている  

（資料）  

事業所における介護労働実態調査  
（平成20年7月）（（財）介護労働安定センター）  

調査事業所数   その他   無回答   教育・研修計画を立て  ている  教育・研修の責任者も しくは担当部署を決め ている  採用時の教育・研修を 充実させている  鞍員に後輩の育成軽 験を持たせている  能力の向上が認めれ た者は、配置や処遇 に反映している  法人全体で連携して 育成に取組んでいる  自治体や業界別細 主催する教育・研修に 積極的に参加させて いる  地域の同業者とノウハ ウを共有し育成に取り 組んでいる   
介護職員＋訪問  1．4   11．4   45．5   31．9   35．4   31．9   27、7   30．4   52．6   12．1  
介護員   



【人材育成の取組みにあたっての問題点（複数回答）（職種別・修業形態別）】  

調査事業所数：8，126 単位：％  

育成してもすぐにやめてしまう   

知識・経験等がばらばらで効率的な育成ができない  

採用時期が別々で効率的な育成ができない  

人材育成への取組み方法がわからない  

経営者・管理者が人材育成に熱心ではない  

指導を出来る人材がいない  

職員の能力開発意欲が低い  

人材育成のための費用に余裕がない  

人材育成のための時間がない  

無回答  

－
N
一
］
－
 
 

（資料）  

事業所における介護労働実態調査  
（平成20年7月）（（財）介護労働安定センター）  

調査事業所数   その他   無回答   
人材育成のための  人材育成のための  職員の能力開発意  指導を出来る人材  経営卦管理者が 人材育成に熱心で  人材育成への取組 み方法がわからな  採用時期が別々で 効率的な育成がで  知識層験等がばら ぱらで効率的な育  育成してもすぐにや       時間がない  費用に余裕がない  欲が低い  がいない  ヽ■llヽ  

特にない  
はない   い   きない   成ができない   

めてしまっ   

介護職員十訪問   8．126   1．2   了．5   13．2   16．5   4、0   6．2   30．1   21．2   14．1   
介護員  
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潜在的介護福祉士の状況  

－
N
一
の
－
 
 

※ 介護福祉士資格取得者数については、できる限り時点をそろえるため、平成17年9月末現在の人数を用いているが、平成19年3月末現在では約56万4千   

人となっている。   

資料出所：介護保険事業の介護職員・介護福祉士数：介護サービス施設・事業所調査（平成17年10月1日）（実人員ベース）  
介護保険事業以外の介護職員・介護福祉士数二社会福祉施設等調査（平成17年10月1日現在）（実人員ベース）＜介護福祉士数が分かる施設のみ＞  
不就労介護福祉士の就労意向：介護福祉士現況調査（平成14年3月）介護福祉士会調査  29   



介護職員数の将来推計  

－
N
一
∽
－
 
 

30   



介護職員数の将来推計  

Ⅰ介護サ⊥ビス対象者数の推計   
○ 要介護認定者等数、介護保険利用者数及び後期高齢者（75歳以上）数の推計  単位：万人  

平成16年  平成20年  平成23年  平成26年    平成36年  平成42年  

（2004）  （2008）  （2011）  （2014）  （2024）  （2030）   

予防効果なし 【A】   410   520   580   640  
要介護認定者等数  

予防効果あり 【B】  500   540   600  

【c】  330   410   450   500  

介護保険利用者数   うち 施 設   80   100   100   110  

うち 在 宅   250   310   350   390  

後期高齢者（75歳以上）数  【D】   1110  1290  1430  1530  1980  2100  
＜出典＞ 要介護認定者等数：第18回社会保障審議会介護保険部会（平成16年10月29日）資料  

介護保険利用者数：第19回社会保障審議会介護保険部会（平成16年11月15日）資料  

後期高齢者（75歳以上）数：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口（平成14年1月推計）」  

（注1）介護保険利用者数【c】は、現行の要介護認定者等数【A】がベース。なお、要介護認定者等数と一致しないのは、入院、家族介護等により、  
介護保険の利用率が8割程度であるため。  

（注2）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口（平成14年1月推計）」によると、2030年が後期高齢者数のピーク。  

Ⅱ 介護保険事業に従事する介護職員数（実数）の推計  

○ 平成16年の介護職員数（100．2万人）を基準に、Ⅰの各推計と同じ伸び率で増加すると想定して算定  
単位：万人（実数）  

－
N
N
O
－
 
 

平成16年  平成20年  平成23年  平成26年  平成36年  平成42年  
（2004）   （2008）   （2011）   （2024）   （2030）   

【A】のケース   100．2  

【B】のケース  722．2  7β2．0  746．6  

【c】のケース  

【D】のケース  7β．7  7β9．6   
ービス施設  ・事業所調査   

いずれの推計を使  

用しても、平成26年  

の介護職員数は  

140～155万人程度  

であり、今後10年間  

で年間平均4．0～5．5  

万人程度の増加と  

見込まれるn  

（注3）介護職員は、介護保険施設及び居宅サービス事業所等における従事者のうち、介護福祉士、訪問介護員等の介護関係業務に従事する者をいう。  
（注4）【c】のケースの推計は、施設・在宅別に推計したものを合計したもの。  31   




